
 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県地域防災計画（素案） 
 

（風水害等対策編） 
 

 

 

 

新旧対照表 

 

  



 



1 

 

 
頁 行 修正前 修正後 修正理由 
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16 

 

17 

 

 

 

目次及び本文における編 

目次及び本文における章 

本文における節 

 

第１編 総則 

第１章 総則 

第１ 計画の目的及び基本理念 

 本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の規

定に基づき、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国、地方公共団

体及びその他の公共機関が処理しなければならない防災に関する事

務又は業務について総合的な運営計画を作成したものであり、これ

を効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もっ

て社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。なお、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、

災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え

方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、

さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動

への影響を最小限にとどめる。 

 

 災害対策の実施に当たっては、国、県及び市町村並びに指定公共

機関は、国土強靱化基本計画及び岡山県国土強靱化地域計画の基本

目標を踏まえ、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施して

いくとともに、相互に密接な連携を図る。併せて、国及び県並びに

市町村を中心に、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防

災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防

目次及び本文における章に変更する。 

目次及び本文における節に変更する。 

本文における項に変更する。 

 

第１章 総則 

第１節 総則 

第１項 計画の目的及び基本理念 

 本計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 40条の規

定に基づき、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国、地方公共団

体及びその他の公共機関が処理しなければならない防災に関する事

務又は業務について総合的な運営計画を作成したものであり、これ

を効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生

命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もっ

て社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とす

る。なお、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、

災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え

方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、

さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動

への影響を最小限にとどめ、災害復旧や災害からの復興に必要な事

前準備を行うものとする。 

 災害対策の実施に当たっては、国、県及び市町村並びに指定公共

機関は、国土強靱化基本計画及び岡山県国土強靱化地域計画の基本

目標を踏まえ、地域防災計画において、それぞれの機関が災害時等

に担うべき役割、連携体制の構築や役割分担等に関する基本的な方

針を位置付けることなどによる災害応急対策又は災害復旧に係るそ

れぞれの機関との連携強化を図る。併せて、国及び県並びに市町村

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

防災基本計画の修

正に伴う修正 
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７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

災活動を促進することで、国、公共機関、県及び市町村、事業者、

住民等が一体となって最善の対策を講じていく。 

 

 

 また、溢水
いっすい

、湛
たん

水
すい

等による災害の発生のおそれのある土地の区域

について、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価を

踏まえ、都市的土地利用を誘導しないものとし、必要に応じて、移

転等も促進するなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。 

（略） 

 

 

第３章 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 県 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

４ 指定地方行政機関 

（略） 

［中国総合通信局］ 

（略） 

 (5)災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び移動電源車等

の貸与並びに携帯電話事業者等に対する貸与要請を行う。 

 

を中心に、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向

上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動

を促進することで、国、公共機関、県及び市町村、事業者、住民等

が一体となって最善の対策を講じていく。 

 また、溢水
いっすい

、湛
たん

水
すい

等による災害の発生のおそれのある土地の区域

について都市的土地利用の誘導を検討するに当たっては、豪雨、洪

水、高潮、土砂災害等に対するリスクの評価のほか、その地域の状

況や地域でとり得る防災・減災対策を幅広く考慮して総合的に判断

することとし、必要に応じて、移転等も促進するなど、風水害に強

い土地利用の推進に努める。 

（略） 

第３節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

（略） 

第２項 処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 県 

(30)災害廃棄物処理計画の実効性向上を目的とした広域的な技術的

支援に関することを行う。特に、市町村域を越える広域調整の円

滑な実施のため、関係部局間で連携し、避難所におけるし尿処理

及び仮設トイレの衛生管理並びに災害廃棄物処理に関する指導・

助言（訓練機会の提供を含む）を行う。 

（略） 

４ 指定地方行政機関 

（略） 

［中国総合通信局］ 

（略） 

 (5)災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び発電機等の貸

与並びに携帯電話事業者等に対する貸与要請を行う。 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災に関する施策

の進展を踏まえた

修正 

 

 

 

 

 

 

 

移動電源車の配備

が終了し、発電機

の貸与に変更する



3 

 

 

 

13 
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26 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

９ 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

［中国四国地方環境事務所］ 

 (1)廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達を行う。 

 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

６ 指定公共機関 

［西日本電信電話株式会社（岡山支店）］ 

（略） 

［西日本高速道路株式会社（中国支社）、本州四国連絡高速道路株式

会社（岡山管理センター）］ 

（略） 

７ 指定地方公共機関 

［社会福祉法人岡山県社会福祉協議会］ 

 (1)被災地域においてボランティアセンターの支援を行う。 

（略） 

第２編 災害予防計画 

第１章 防災業務施設・設備等の整備 

（略） 

第１ 気象等観測施設・設備等 

（資料編） 

第５章 防災対策施設・設備等（整理番号：501(1)～(3)） 

（略） 

第２ 消防施設・設備等 

 

［中国四国地方環境事務所］ 

 (1)廃棄物処理施設及び災害により生じた廃棄物（以下「災害廃棄

物」という。）の情報収集及び伝達を行う。 

（略） 

［中国四国管区行政評価局（岡山行政監視行政相談センター）］ 

(1)所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

(2)被災者への生活支援情報の提供を行う。 

(3)専用電話を備えた相談窓口や特別行政相談所を開設する。 

（略） 

６ 指定公共機関 

［ＮＴＴ西日本株式会社（岡山支店）］ 

（略） 

［西日本高速道路株式会社（中国支社）、本州四国連絡高速道路株式

会社（坂出管理センター）］ 

（略） 

７ 指定地方公共機関 

［社会福祉法人岡山県社会福祉協議会］ 

 (1) 被災地域において災害ボランティアセンターの支援を行う。 

（略） 

第２章 災害予防計画 

第１節 防災業務施設・設備等の整備 

（略） 

第１項 気象等観測施設・設備等 

（資料編） 

第５章 防災対策施設・設備等（整理番号：501） 

（略） 

第２項 消防施設・設備・体制等 

ため。 

 

用語の定義を追記 

 

 

指定地方行政機関

の追加に伴う修正 

 

 

 

 

社名変更による修

正 

組織改編による修

正 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

資料編整理番号の

修正 
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26 
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28 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

（略） 

２ 市町村は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果

たす消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の

車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、必要な資格の取得

など実践的な教育訓練体制の充実を図るとともに、青年層、女性

層を始めとした団員の入団促進等に取り組むものとし、地域住民

と消防団の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持って活動でき

る環境づくりを進めるよう努める。 

 

 

（新設） 

 

 

 

第３ 通信施設・設備等 

１ 災害情報 

（略） 

 また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、

情報通信施設の危険分散、通信網の多ルート化、通信ケーブル・Ｃ

ＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を利用したバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平常時からの連携

体制の構築等による防災対策を推進し、通信連絡機能の維持・向上

を図る。 

（略） 

第５ 救助施設・設備等 

（略） 

８ 指定避難所における貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、

マット、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器

（略） 

２ 市町村は、地域における消防防災の中核として重要な役割を果

たす消防団の充実強化に向けて、大規模災害等に備えた消防団の

車両・資機材・拠点施設の充実、処遇の改善、ドローン等のデジ

タル技術の活用の加速化、必要な資格の取得など実践的な教育訓

練体制の充実を図るとともに、青年層、女性層を始めとした団員

の入団促進等に取り組むものとし、自主防災組織や防災士等の多

様な主体との連携や、地域住民と消防団の交流等を通じた消防団

員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努め

る。 

４ 消防本部は、大規模災害発生時や津波警報下での安全・的確な

消防活動の実施のため、県や市町村の防災担当部局等と連携した

消防計画の策定等により、津波時の浸水想定等を勘案した消防体

制の整備に努める。 

第３項 通信施設・設備等 

１ 災害情報 

（略） 

 また、情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策、

情報通信施設の危険分散、通信網の多ルート化、通信ケーブル・Ｃ

ＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を利用したバックアップ対

策、デジタル化の促進、定期的な訓練等を通じた平時からの連携体

制の構築等による防災対策を推進し、通信連絡機能の維持・向上を

図る。 

（略） 

第５項 救助施設・設備等 

（略） 

８ 市町村は、指定避難所における貯水槽、井戸、給水タンク、仮

設トイレ、マット、衛星携帯電話・衛星通信を活用したインター

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

 

 

 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

主語の追記 

 



5 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の通信機器等のほか、洋式トイレなど要配慮者にも配慮し、避

難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。さらに、テレビ、

ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図

る。 

９ 指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食

料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マ

スク、消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き

出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。 

（略） 

 

 

第７ その他の施設・設備等 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第２章 防災業務体制の整備 

第１ 職員の体制 

ネット機器等の通信機器等のほか、洋式トイレなど要配慮者にも

配慮し、避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。さら

に、テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器

の整備を図る。 

９ 市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、

常備薬、マスク、消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティシ

ョン、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努

める。 

（略） 

 

第７項 その他の施設・設備等 

（略） 

３ 市町村は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井

戸・湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設、指定

避難所等における公共井戸の整備等で代替水源の確保に努めるも

のとする。 

４ 水道事業者及び下水道管理者は、民間事業者との協定締結など

により、発災後における上下水道施設の維持又は修繕に努めると

ともに、災害の発生時においても上下水道の機能を維持するた

め、必要な資機材の整備等に努める。また、発災後に迅速に復旧

できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべ

き箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった対応

に努めるものとする。さらに、宅内配管についても迅速に復旧で

きるよう、あらかじめ体制の構築に努める。 

（略） 

第２節 防災業務体制の整備 

第１項 職員の体制 

 

 

 

 

主語の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

８ 

（略） 

３ 各機関は、応急対策全般への対応力を高めるため、人材育成を

体系的に図る仕組みを構築するとともに、緊急時に外部の専門家

等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築する

ことに努める。 

（略） 

（新設） 

 

第２ 情報収集・連絡体制 

（略） 

２ 効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウ

ドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務の

デジタル化を推進する。デジタル化に当たっては、災害対応に必

要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分

析・加工・共有の体制整備を図る。 

（新設） 

 

 

 

 

（略） 

５ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機、無人航空機、車

両、船舶など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに、ヘリコプターテレビ電送システム、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）、沿岸ライブカメラを始めとする固定カメラ

等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進する。 

 

６ 衛星通信、電子メール、防災行政無線（戸別受信機を含む。以

（略） 

３ 各機関は、応急対策全般への対応力を高めるため、人材育成を

体系的に図る仕組みを構築するとともに、緊急時に外部の専門家

等の意見・支援を活用できるような仕組みを平時から構築するこ

とに努める。 

（略） 

７ 県及び市町村は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を

徹底するものとする。 

第２項 情報収集・連絡体制 

（略） 

２ 効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウ

ドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務の

デジタル化を推進する。デジタル化に当たっては、災害対応に必

要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分

析・加工・共有の体制整備を図る。 

  また、国は災害対応に必要な情報項目を標準化するため、災害

対応基本共有情報（ＥＥＩ）の整備を図り、県、市町村及び指定

公共機関は、災害時に災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）に基づい

た関係機関との迅速な情報連携を行えるよう、あらかじめ、関連

システムの整備に努める。 

（略） 

５ 機動的な情報収集活動を行うため、航空機、無人航空機、車

両、船舶など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備すると

ともに、ヘリコプターテレビ電送システム、航空機運用総合調整

システム（ＦＯＣＳ）、沿岸ライブカメラを始めとする固定カメラ

や高所監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進

する。 

６ 衛星通信、電子メール、防災行政無線（戸別受信機を含む。以

 

用語の整理 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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下同じ。）等の通信手段の整備等により、民間企業、報道機関、住

民、事業者等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の

整備に努める。特に、災害時に孤立するおそれのある市町村で停

電が発生した場合に備え、衛星通信などにより、当該地域の住民

と当該市町村との双方向の情報連絡体制を確保するよう留意す

る。 

（略） 

第３ 防災関係機関相互の連携体制 

１ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害

時」という。）の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に

行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員間及び住民

個々の防災力の向上を図り、特に、災害時においては状況が刻々

と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまがないこと

から、情報の発信側が意図していることが正確に伝わらない事態

が発生しやすくなる。こうしたことを未然に防ぐ観点から、関係

機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平常時から災害時

の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、

「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるととも

に、訓練・研修等を通じて、構築した関係をさらに持続的なもの

にするよう努める。 

  国は、県及び市町村等と協力し、訓練等を通じて、応急対策職

員派遣制度により、全国の地方公共団体による被災市町村への応

援の円滑な実施に努める。また、県及び市町村は、訓練等を通じ

て、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについ

て、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 

（新設） 

 

下同じ。）等の通信手段の整備等により、民間企業、報道機関、住

民、事業者等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の

整備に努める。特に、災害時に孤立するおそれのある市町村で地

上回線が途絶した場合に備え、衛星通信などにより、当該地域の

住民と当該市町村との双方向の情報連絡体制の確保を推進する。 

（略） 

 

第３項 防災関係機関相互の連携体制 

１ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害

時」という。）の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に

行うための備えを平時から十分行うとともに、職員間及び住民

個々の防災力の向上を図り、特に、災害時においては状況が刻々

と変化していくことや、詳細な情報を伝達するいとまがないこと

から、情報の発信側が意図していることが正確に伝わらない事態

が発生しやすくなる。こうしたことを未然に防ぐ観点から、関係

機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時の

対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔

の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、

訓練・研修等を通じて、構築した関係をさらに持続的なものにす

るよう努める。 

  国は、県及び市町村等と協力し、訓練等を通じて、応急対策職

員派遣制度により、全国の地方公共団体による被災市町村への応

援の円滑な実施に努める。また、県及び市町村は、訓練等を通じ

て、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについ

て、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 

  県及び市町村は、国と連携して、避難生活に必要な物資の備

蓄、避難所環境の整備、地域のボランティア人材の確保・育成や

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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  災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、平常

時から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等との間で協定を

締結するなど、連携強化を進めることにより、災害時に各主体が

迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものと

し、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発

災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留

意する。民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報

の整理、支援物資の管理・輸送、避難者の運送等）については、

あらかじめ、県、市町村等は、民間事業者との間で協定を締結し

ておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を

把握しておくなど、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 また、県、市町村等は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧

活動時に有用な資機材について、地域内の備蓄量、供給事業者の

保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や

民間事業者との連携に努める。なお、燃料については、あらかじ

め、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進

するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努め

る。 

（略） 

災害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の向上に努

める。 

  災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、平時

から国、地方公共団体等関係機関間や、企業等との間で協定を締

結するなど、連携強化を進めることにより、災害時に各主体が迅

速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとす

る。県及び市町村は、災害時に公共的団体又は民間の団体との連

携を迅速に行うことができるよう、防災会議を構成する関係者等

との間で、当該団体が災害時等に担うべき役割、当該団体との連

携体制の構築や役割分担についての認識を共有し、このような連

携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させた上で、当該

方針を踏まえて個々の協定の締結など、連携強化を進めるよう努

めるものとする。併せて、協定締結などの連携強化に当たって

は、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行う

など、実効性の確保に留意する。民間事業者に委託可能な災害対

策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避難者

の運送等）については、あらかじめ、県、市町村等は、民間事業

者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間

事業者の管理する施設を把握しておくなど、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用する。加えて、県は市町村に対して協定を締結

すべき相手方などについて適切に助言するよう努める。また、

県、市町村等は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時

に有用な資機材について、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量

を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事

業者との連携に努める。なお、燃料については、あらかじめ、石

油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進すると

ともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。 

（略） 
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６ 県及び市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が

困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派

遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施

できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣の地方

公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点

から、遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮する。 

 

（新設） 

 

 

（略） 

12 各機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地

方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよ

う、応援計画や受援計画をそれぞれ作成するよう努めるものと

し、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手

順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動

拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等

について必要な準備を整える。 

（新設） 

 

13 県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を

迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援

体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署におけ

る受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。

その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。ま

た、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、

応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空き

スペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所と

６ 県及び市町村は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が

困難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員の派

遣、災害廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を

実施できるよう、相互応援協定の締結に努める。その際、近隣の

地方公共団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける

観点から、遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮す

る。 

  県及び市町村は、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練

を実施するとともに、必要に応じて、災害廃棄物処理計画の見直

しを行い、計画の実効性の向上に努める。 

（略） 

12 各機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地

方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよ

う、応援計画や受援計画をそれぞれ作成するよう努めるものと

し、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手

順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動

拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等

について必要な準備を整える。 

  県は、市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切

な助言を行うなどの支援に努める。 

13 県及び市町村は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を

迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援

体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署におけ

る受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。

その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。ま

た、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、

応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空き

スペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所と

用語の整理 
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して活用可能な施設等のリスト化に努める。 

(新設) 

 

（略） 

15 県及び市町村は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防

の対応力の強化を図るよう努めるとともに、消防の応援につい

て、近隣市町村及び県内市町村等と締結した協定に基づいて、消

防相互応援体制の整備に努める。また、デジタル技術の活用によ

る情報収集、分析など指揮支援体制の強化や迅速な進出と効果的

な活動に向けた体制整備などにより、緊急消防援助隊の充実強化

を図り、実践的な訓練・研修等を通じて人命救助活動等の支援体

制の整備に努める。 

（新設） 

 

 

 

（略） 

17 県と自衛隊は、各々の計画の調整を図るとともに協力関係につ

いて定めておくなど、平素から連携体制の強化を図る。 

  また、県は、いかなる状況において、どのような分野（救急、

救助、応急医療、緊急輸送等）について自衛隊への派遣要請を行

うのか、平常時よりその想定を行うとともに、自衛隊に連絡して

おく。 

18 県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結

を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、

災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派

遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）、災害派遣精神医療チ

ーム（以下「ＤＰＡＴ」という。）、災害支援ナースの充実強化や

して活用可能な施設等のリスト化に努める。 

  また、県及び市町村は、自ら派遣する応援職員が円滑に活動で

きるよう、資機材や装備品等の整備に努める。 

（略） 

15 県及び市町村は、消防力を維持・強化していくため、自主的な

市町村の消防の広域化及び消防事務の一部について連携・協力を

推進するなど、消防の対応力の強化を図るよう努めるとともに、

消防の応援について、近隣市町村及び県内市町村等と締結した協

定に基づいて、消防相互応援体制の整備に努める。また、デジタ

ル技術の活用による情報収集、分析など指揮支援体制の強化や迅

速な進出と効果的な活動に向けた体制整備などにより、緊急消防

援助隊の充実強化を図り、実践的な訓練・研修等を通じて人命救

助活動等の支援体制の整備に努める。加えて、生命又は身体に対

する重要な危険が切迫し、位置情報取得が不可欠であると認めら

れる場合、救助の目的のため、携帯電話事業者に対する位置情報

要請を積極的に活用するよう努める。 

（略） 

17 県と自衛隊は、各々の計画の調整を図るとともに協力関係につ

いて定めておくなど、平時から連携体制の強化を図る。 

  また、県は、いかなる状況において、どのような分野（救急、

救助、応急医療、緊急輸送等）について自衛隊への派遣要請を行

うのか、平時からその想定を行うとともに、自衛隊に連絡してお

く。 

18 県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結

を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、

災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害薬

事コーディネーター、災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」と

いう。）、災害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」という。）、

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

 

 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

表現の修正 
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34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

実践的な訓練・研修等を通じて、ドクターヘリの災害時の運用要

領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の

確保の運用体制の構築を図るなど、救急医療活動等の支援体制の

整備に努める。 

（新設） 

 

 

（略） 

21 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよ

う、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家

被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応

援協定の締結、応援の受入体制の構築等を計画的に進めるなど、

罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

  市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援

するシステムの活用について検討する。 

 

 

22 県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機

会の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図る。ま

た、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や民間

団体との応援協定の締結等により、応援体制の強化を図る。 

 

（略） 

26 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、地域防災会議の委

員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同

参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡

調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活

動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同参

災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練・研修等を通じて、ド

クターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等

が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築を図るなど、

救急医療活動等の支援体制の整備に努める。 

  県は、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）や保健師

等チームの構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を

図るための継続的な研修・訓練を実施する。 

（略） 

21 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよ

う、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、住家

被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や不動産鑑定士、

行政書士等の士業団体その他の民間団体との応援協定の締結、応

援の受入体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付

に必要な業務の実施体制の整備に努める。 

  市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、国のクラウド型

被災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムの活

用について検討する。 

22 県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機

会の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化を図る。ま

た、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府県や不動

産鑑定士、行政書士等の士業団体その他の民間団体との応援協定

の締結等により、応援体制の強化を図る。 

（略） 

26 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、地域防災会議の委

員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同

参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡

調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活

動の推進拠点となるよう、平時及び災害時における男女共同参画

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当

部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努め

る。 

（略） 

28 県及び市町村は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する

状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努める。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し

を行うとともに、平常時から訓練や研修等を実施し、同計画の効

果的な運用に努める。 

（略） 

31 県及び市町村は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する

部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント

（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携し

て、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）

などの被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

（新設） 

 

 

第４ 業務継続体制の確保 

（略） 

４ 市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平常時から

災害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を

遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に

努める。 

（略） 

第３章 自然災害予防対策 

第３節 土砂災害防止対策 

担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当部

局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努める。 

 

（略） 

28 県及び市町村は、他の関係機関と連携の上、災害時に発生する

状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で

整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努める。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直し

を行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果

的な運用に努める。 

（略） 

31 県及び市町村は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部

局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一

人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被

災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの

被災者支援の仕組みの整備等に努める。 

32 県及び市町村は、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行

えるよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備に努め

る。 

第４項 業務継続体制の確保 

（略） 

４ 市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時から災

害時における優先すべき業務を絞り込むとともに、当該業務を遂

行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努

める。 

（略） 

第３節 自然災害予防対策 

第３項 土砂災害防止対策 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 
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８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

33 

 

36 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)土砂災害警戒区域等の点検 

  県は、市町村と連携して土砂災害警戒区域等を点検調査し、そ

の実態を把握するとともに、災害の未然防止に努める。 

 

（略） 

第４節 河川防災対策 

１ 方針 

（略） 

  また、河川改修だけでは限界があるため、住民の避難行動を促

すことを目的に水位計の充実などソフト対策にも努める。 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)被害軽減を図るための措置 

ア 洪水予報 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）は県の求めに応じ、国が指

定した洪水予報河川の水位を予測する過程で取得した予測水位情

報を都道府県及び気象庁に提供する。 

  また、中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県は、それぞれ

の洪水予報河川について、洪水のおそれがあると認めるときは、

岡山地方気象台と共同して洪水予報を発表する。 

（略） 

 

 

ウ 避難判断水位情報 

（略） 

エ 洪水特別警戒水位情報 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)土砂災害警戒区域等の点検調査・周知等 

  県は、市町村と連携し、必要に応じて土砂災害警戒区域等を点

検調査し、その実態を把握するとともに、災害の未然防止に努め

る。 

（略） 

第４項 河川防災対策 

１ 方針 

（略） 

  また、河川改修だけでは限界があるため、ソフト対策にも取り

組む。 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)被害軽減を図るための措置 

ア 洪水予報 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）は県の求めに応じ、国が指

定した洪水予報河川の水位を予測する過程で取得した予測水位情

報を都道府県及び気象庁に提供する。 

  また、中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県は、それぞれ

の洪水予報河川について、洪水のおそれがあると認めるときは、

岡山地方気象台と共同して洪水予報を発表する。なお、この発表

をしたときは、直ちに水防計画書に定める各関係機関、水防管理

者、市町村へ通知する。 

（略） 

ウ 氾濫警戒情報 

（略） 

エ 氾濫危険情報 

 

 

表現の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

水位計の増設によ

り対策済のため 

 

 

 

 

 

 

 

水防計画書と表現

の統一 

 

 

 

 

水防計画書と表現

の統一 

水防計画書と表現
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52 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

２ 

（略） 

オ 氾濫危険水位情報 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）及び県は、市町村長による

洪水時における避難指示等の発令に資するよう、市町村長へ河川

の状況や今後の見通し等を直接伝えるよう努める。 

カ 洪水浸水想定区域の指定、公表等 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県は、洪水予報河川及

び水位周知河川等について、円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め、想定しうる最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に

浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の

区域及び想定される水深、浸水範囲等を明らかにして公表すると

ともに、関係市町村の長に通知する。また、県は、その他の河川

についても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸水

実績を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法を用いて、市

町村等へ浸水想定の情報を提供するよう努める。 

  市町村は、洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川につ

いて、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去

の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として住

民、滞在者その他の者へ周知する。 

 

（略） 

（資料編） 

第５章 防災対策施設・設備等（整理番号：505） 

（略） 

第７節 ため池等農地防災対策 

（略） 

（資料編） 

第４章 防災上重要な箇所（整理番号：405(5)～(8)、408） 

（略） 

オ ホットライン 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）及び県は、市町村長による

洪水時における避難指示等の発令に資するよう、市町村長等へ河

川の状況等を直接伝える。 

カ 洪水浸水想定区域の指定、公表等 

  中国地方整備局（岡山河川事務所）又は県は、洪水予報河川、

水位周知河川等並びに住宅等の防護対象のある全ての一級河川及

び二級河川について、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想

定しうる最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が

想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及

び想定される水深、浸水範囲等を明らかにして公表するととも

に、関係市町村の長に通知する。また、県は、その他の河川につ

いても、役場等の所在地に係る河川については、過去の浸水実績

を活用する等、河川の状況に応じた簡易な方法を用いて、市町村

等へ浸水想定の情報を提供するよう努める。 

  市町村は、洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川につ

いて、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、過去

の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として住

民、滞在者その他の者へ周知する。 

（略） 

（資料編） 

第５章 防災対策施設・設備等（整理番号：501(1)～(3)） 

（略） 

第７項 ため池等農地防災対策 

（略） 

（資料編） 

第４章 防災上重要な箇所（整理番号：405(2)～(8)、408） 

の統一 

 

河川ホットライン

実施要領と表現の

統一 

 

表現の変更 

 

 

 

 

 

全ての河川の洪水

浸水想定区域につ

いて、指定・公表

予定のため 

 

 

 

 

 

 

整理番号の見直し 

 

 

 

 

整理番号の見直し 
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第８節 都市防災対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

(5)建築物の安全性の確保 

（略） 

イ 空家対策 

  市町村は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の

状況の確認に努める。また、災害時に、適切な管理のなされてい

ない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措

置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、

応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行

う。 

（略） 

第４章 事故災害予防対策 

第１節 道路災害予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第８項 都市防災対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

(5)建築物の安全性の確保 

（略） 

イ 空家対策 

  市町村は、平時から、災害による被害が予測される空家等の状

況の確認に努める。また、災害時に、適切な管理のなされていな

い空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措置

として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応

急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行

う。 

（略） 

第４節 事故災害予防対策 

第１項 道路災害予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

オ 道路管理者は、自然災害発生後の道路の障害物の除去（路面変

状の補修や迂回路の整備を含み、また、雪害においては道路の除

雪を含む。）による道路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づ

き、協議会の設置によって他の道路管理者及び関係機関と連携し

て、あらかじめ道路啓開計画を作成するとともに、定期的な見直

しを行うものとする。また、道路管理者は、当該計画を踏まえ

て、道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材の確保につい

て、民間団体等との協定の締結を推進する。 

（略） 
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 (4)情報の収集連絡体制 

  道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応

急対策を図るために、平常時より道路施設等の状況の把握に努め

るとともに、情報の収集及び連絡体制の整備を図る。また、異常

が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に

その情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

（略） 

第３節 海上災害予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)関係施設、設備の整備 

ア 港湾施設  

  中国地方整備局、県は、船舶の大型化、高速化に伴い、大型泊

地の確保、航路の拡幅・増深を図るとともに、災害時における緊

急物資の海上輸送路を確保するため、けい留施設の整備を行う。

また、台風、高潮による災害時に被害を防止するため、防災施設

の整備拡充、耐波性能の照査や既存施設の補強を図る。 

 

 

（略） 

第４節 大規模な火災予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

 (4)消火活動関係 

（略） 

イ 県及び市町村は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組

織等の連携強化を図り、区域内の被害想定の実施及びそれに伴う

消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

 (4)情報の収集連絡体制 

  道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応

急対策を図るために、平時から道路施設等の状況の把握に努める

とともに、情報の収集及び連絡体制の整備を図る。また、異常が

発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にそ

の情報を迅速に提供するための体制の整備を図る。 

（略） 

第３項 海上災害予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

(1)関係施設、設備の整備 

ア 港湾施設  

  中国地方整備局、県は、船舶の大型化、高速化に伴い、大型泊

地の確保、航路の拡幅・増深を図るとともに、災害時における緊

急物資の海上輸送路を確保するため、けい留施設の整備を行う。

また、官民全ての関係者が協働して気候変動適応に取り組む「協

働防護」により護岸の嵩上げやコンテナの固縛等のハード・ソフ

ト一体での高潮対策等を推進するとともに、防災施設の整備拡

充、防波堤等の耐波性能の照査や既存施設の補強を図る。 

（略） 

第４項 大規模な火災予防対策 

（略） 

３ 実施内容 

(4)消火活動関係 

（略） 

イ 県及び市町村は、平時から消防本部、消防団及び自主防災組織

等の連携強化を図り、区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消

防水利の確保、消防体制の整備に努める。 
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（略） 

第５節 林野火災 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)林野火災予防意識の啓発 

（略） 

イ 広報活動による啓発宣伝 

  県及び市町村等は、林野火災の多発する時期に、山火事予防運

動月間等を設定し、航空機、横断幕、立看板、広報紙、ポスター

等有効な手段を通じ、県民の林野火災予防意識の啓発に努める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)警報伝達の徹底 

（略） 

（新設） 

 

（略） 

第５項 林野火災の防止対策 

（略） 

３ 実施内容 

(1)林野火災予防意識の啓発 

（略） 

イ 広報活動による啓発宣伝 

  県及び市町村等は、林野火災の多発する時期に、山火事予防運

動月間等を設定し、航空機、横断幕、立看板、広報紙、ポスター

等有効な手段を通じ、県民の林野火災予防意識の啓発に努める。 

  また、林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取扱いという

人為的なものであることをかんがみ、山火事予防運動等の機会や

ＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火の

危険性等の周知により、林野火災に対する県民の防火意識の高揚

を図るとともに、林業関係者、林野周辺住民、ハイカー等の入山

者等に対する啓発を実施する。なお、啓発に当たっては、多発期

や休日前に重点的に行うなど林野火災の発生傾向にも十分留意す

る。 

  県及び市町村は、県内の自然条件等についての県民の正しい理

解を得るため、林野火災に関する広報資料の作成・周知に努め

る。 

  加えて、県及び市町村は、林野火災の未然防止と被害の軽減を

図るため、林野火災の発生危険度等に係る情報の発信に努めると

ともに、標識板や立看板、防火水槽、簡易防火用水など防火思想

の普及と初期消火のための施設の配備を促進する。 

 (2)警報伝達の徹底 

（略） 

ウ 市町村は、火入れの許可申請の徹底やたき火の届出情報の消防
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 (3)巡視、監視の強化 

（略） 

（新設） 

 

 

 (4)火入れ指導の徹底 

  火入れに当たって、市町村は、火入れに関する条例及び市町村

火災予防条例等を厳守させ、火災警報等発令時には、火入れを制

限し、乾燥注意報、強風注意報等発表時には、自粛を呼びかけ

る。 

 

 

 

 (5)森林の防火管理の徹底 

（略） 

（新設） 

 

 (6)消防施設の整備 

（略） 

ウ 県及び市町村は、防火線としての役割を持たせるとともに、林

野火災の消火活動に資するため、林道を整備する。 

（略） 

 (7)ヘリコプターによる空中消火体制の整備 

（略） 

（新設） 

本部における把握に取り組むとともに、火入れやたき火等を行う

者が火災予防上必要な措置の徹底を図るよう、適切な対応を行

う。また、市町村は許可した火入れの情報等を消防機関に共有す

る。 

 (3)巡視、監視の強化 

（略） 

ウ 県及び市町村は、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災

に関する警戒情報等を発表するとともに、住民等に対する注意喚

起、監視パトロール等の強化など適切な対応を行う。 

 (4)火入れ指導の徹底 

  火入れに当たって、市町村は、少雨や乾燥・強風等の気象状況

に応じた林野火災注意報や林野火災警報を的確に発令し、火入れ

に関する条例及び市町村火災予防条例等を厳守させ、火災警報等

発令時には、火入れを制限し、住民等に対する注意喚起、警戒パ

トロール等も含めた防火指導の強化や火の使用制限の徹底等の対

応を行う。また、乾燥注意報、強風注意報等発表時には、自粛を

呼びかける。 

 (5)森林の防火管理の徹底 

（略） 

ウ 県及び市町村は、消火活動の円滑な実施のための防火林道や防

火性のある樹種の植栽等による防火林帯の整備等に努める。 

 (6)消防施設の整備 

（略） 

ウ 県及び市町村は、防火線としての役割を持たせるとともに、林

野火災の消火活動に資するため、林道の整備に努める。 

（略） 

 (7)ヘリコプターによる空中消火体制の整備 

（略） 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

エ 県は、ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、

ヘリコプター、活動拠点、熱源探査装置を含む資機材等の整備を

推進する。 

 (8)迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

  林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の発

生等で急激な延焼拡大等に至る場合があること、気象状況の変化

で延焼方向の急変や飛び火等が発生するおそれがあること、その

消火活動においては、全体像の把握や、狭隘・急峻な林野内への

進入・放水活動に困難な場合があること、活動が長期化し多くの

人員を必要とすること等に留意して備えを行う必要がある。この

ため、消防機関を始めとする県及び市町村は、指揮体制の早期確

立、速やかな応援要請、地上・空中消火の連携を基本とした災害

対応等の実施のための備えを行う。 

 (9)林野火災対策推進の体制整備 

  林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域においては、地域

の特性に配慮しつつ、関係市町村による林野火災対策に係る総合

的な事業計画の作成・推進について定める。 

  林野火災の予防活動については、住民、林業関係者等の協力が

不可欠であるため、消防及び林野部局を中核とした関係部局や森

林管理署、自衛隊、警察、林業関係団体、住民等との連携に努め

る。 

 (10)通信手段の確保 

  県及び市町村は、平時から災害時の情報通信手段の確保に努

め、その整備・運用・管理に当たっては、山間地での利用を前提

とした広範囲な情報連絡が可能な通信機器の整備を促進する。 

 (11)消火活動関係 

ア 消防機関は、林野火災を想定した消防計画や林野火災防御図の

ほか、強風下の林野火災を想定した飛び火警戒要領等の策定等を

正に伴う追記 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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（新設） 

 

 

 

 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1101(13)） 

第６節 高層建築物・地下街等の保安対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (2)関係機関等の対策 

ア 高層建築物・地下街等所有者等 

行い、効果的な消火活動体制を整備するものとする。 

イ 県及び市町村は、熱源探査を活用した効果的な延焼状況等の把

握や消火活動のため、熱画像直視装置や無人航空機等の関連する

資機材の整備を促進する。 

ウ 県及び市町村は、林野火災においては迅速な初期消火が重要で

あることから、消防団について、消防本部等と連携した実践的か

つ効果的な訓練の充実や、悪条件下での情報伝達体制の強化、火

災対応能力の向上に必要な資機材等の充実等を図るものとする。 

エ 県及び市町村は、林野火災用工作機器、可搬式消火機材等の消

防用機械・資機材の整備促進に努める。 

オ 県及び市町村は、水利が限られる山間地での消火活動の実施の

ため、自然水利の利用や消防用水の確保が可能な車両等、林野内

への送水や放水を可能にする資機材の充実強化を図るとともに、

建設業者等の所有車両の活用に向けて連携を強化する。 

 (12)防災訓練の実施 

  消防機関は、広域応援など様々な状況を想定し、消防計画や林

野火災防御図等を活用した、より実践的な消火等の訓練を実施す

る。また、県、市町村、消防機関、林業関係団体、民間企業、地

域住民等が相互に連携した訓練を実施する。 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1100(13)） 

第６項 高層建築物・地下街等の保安対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (2)関係機関等の対策 
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（略） 

(オ)利用者に対する責任 

  利用者に対し、平常時から非常出口、非常階段、避難設備の設

置場所等の広報に努めるとともに、非常時に利用者が効果的に避

難できる情報及びその伝達方法の確立に努め、従業員に対して消

防計画等の周知徹底を図り、所要の訓練を行って、特に利用者の

避難誘導体制に万全を期する。 

イ 消防機関（市町村） 

（略） 

(イ)ガス供給事業者との連携強化 

  ガス供給事業者との連絡通報体制、出動体制及び現場における

連携体制等の申合せを平常時から実施する。 

（略） 

第６章 防災活動の環境整備 

第１節 防災訓練 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (1)基礎防災訓練の実施 

（略） 

ウ 避難・救助訓練 

（略） 

  なお、学校、病院、社会福祉施設、工場及び百貨店等多数の人

員を収容する施設にあっては、収容者等の人命保護のため、特に

避難についての施設を整備し、訓練を実施する。 

  また、高齢者、障害のある人等の要配慮者を適切に避難誘導す

るため、自主防災組織、地域住民の協力を得ながら、直接的な声

かけ等ができるよう、平常時からこれらの者に係る避難体制の整

ア 高層建築物・地下街等所有者等 

（略） 

(オ)利用者に対する責任 

  利用者に対し、平時から非常出口、非常階段、避難設備の設置

場所等の広報に努めるとともに、非常時に利用者が効果的に避難

できる情報及びその伝達方法の確立に努め、従業員に対して消防

計画等の周知徹底を図り、所要の訓練を行って、特に利用者の避

難誘導体制に万全を期する。 

イ 消防機関（市町村） 

（略） 

(イ)ガス供給事業者との連携強化 

  ガス供給事業者との連絡通報体制、出勤体制及び現場における

連携体制等の申合せを平時から実施する。 

（略） 

第６節 防災活動の環境整備 

第１項 防災訓練 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (1)基礎防災訓練の実施 

（略） 

ウ 避難・救助訓練 

（略） 

  なお、学校、病院、社会福祉施設、工場及び百貨店等多数の人

員を収容する施設にあっては、収容者等の人命保護のため、特に

避難についての施設を整備し、訓練を実施する。 

  また、高齢者、障害のある人等の要配慮者を適切に避難誘導す

るため、自主防災組織、地域住民の協力を得ながら、直接的な声
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備に努める。特に、土砂災害警戒区域等災害危険地区において

は、徹底して訓練を行う。 

エ 情報収集伝達訓練 

  県、市町村及び防災関係機関は、災害時における迅速かつ的確

な情報収集の確保が図られるよう、様々な条件を想定した情報収

集伝達訓練を実施する。 

（新設） 

 

 

 

（略） 

第２節 防災知識の普及 

１ 方 針 

  いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減

し、安全・安心を確保するためには、行政による公助はもとよ

り、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等に

よる共助が必要不可欠であり、個人や家庭、地域、企業、団体等

社会のさまざまな主体が連携して日常的に減災のための行動と投

資を息長く行う県民運動を展開し、その推進に当たっては、時機

に応じた重点課題を設定する実施方針を定め地域防災力の向上を

図る。 

  自らの身は自ら守るのが防災の基本であり、県民一人ひとりが

その自覚を持ち、食料・飲料水の備蓄など、平常時より災害に対

する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守る

よう冷静に行動することが重要であり、災害を最小限度にとどめ

るためには、直接被害を受ける立場にある県民一人ひとりが日頃

から、各種災害についての正しい認識を深め、災害から自らを守

るための最小限の知識を備えておくことが必要である。 

かけ等ができるよう、平時からこれらの者に係る避難体制の整備

に努める。特に、土砂災害警戒区域等災害危険地区においては、

徹底して訓練を行う。 

エ 情報収集伝達訓練 

  県、市町村及び防災関係機関は、災害時における迅速かつ的確

な情報収集の確保が図られるよう、様々な条件を想定した情報収

集伝達訓練を実施する。 

  県及び市町村は、災害時に国の新総合防災情報システム（ＳО

ＢО－ＷＥＢ）や新物資システム（Ｂ－ＰＬо）等に情報が集約

されるよう、各種防災関連システムの利活用の促進や操作習熟を

図るため、研修や訓練の実施に努める。 

（略） 

第２項 防災知識の普及 

１ 方 針 

  いつどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減

し、安全・安心を確保するためには、行政による公助はもとよ

り、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等に

よる共助が必要不可欠であり、個人や家庭、地域、企業、団体等

社会のさまざまな主体が連携して日常的に減災のための行動と投

資を息長く行う県民運動を展開し、その推進に当たっては、時機

に応じた重点課題を設定する実施方針を定め地域防災力の向上を

図る。 

  自らの身は自ら守るのが防災の基本であり、県民一人ひとりが

その自覚を持ち、食料・飲料水の備蓄など、平時から災害に対す

る備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよ

う冷静に行動することが重要であり、災害を最小限度にとどめる

ためには、直接被害を受ける立場にある県民一人ひとりが日頃か

ら、各種災害についての正しい認識を深め、災害から自らを守る
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（略） 

  防災ボランティアについて、自主性に基づきその支援力を向上

し、県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活動でき

る環境の整備が必要である。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

(3)防災ボランティア活動のための環境整備 

ア 県は、災害時における専門ボランティアの迅速かつ有効な活用

を図るため、岡山県災害救援専門ボランティア登録制度要綱に基

づき、災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディ

ネーター、介護、手話通訳、要約筆記、外国語通訳・翻訳、建築

物応急危険度判定）を平常時から登録し、把握するとともに、専

門分野別研修の実施により登録ボランティアの技術向上等を図

る。 

  また、県は、災害時に設置する県災害ボランティアセンターに

ついて、平常時より県・市町村社会福祉協議会と連携し、設置に

係る事前準備を行う。 

（略） 

ウ 市町村は、災害発生時に市町村社会福祉協議会が設置する災害

ボランティアセンターが円滑に運営できるよう、平常時から市町

村社会福祉協議会と連携・協働し、設置に係る事前準備を行う。 

ための最小限の知識を備えておくことが必要である。 

（略） 

  防災ボランティアについて、自主性に基づきその支援力を向上

し、県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活動でき

る環境の整備が必要である。このため、ボランティアの自主性を

尊重しつつ、日本赤十字社、社会福祉協議会、ＮＰＯ等との連携

を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の

活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図

り、災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよ

う、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努め、そ

の活動環境の整備を図る。 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

(3)防災ボランティア活動のための環境整備・連携体制の強化 

ア 県は、災害時における専門ボランティアの迅速かつ有効な活用

を図るため、岡山県災害救援専門ボランティア登録制度要綱に基

づき、災害救援専門ボランティア（災害ボランティア・コーディ

ネーター、介護、手話通訳、要約筆記、外国語通訳・翻訳、建築

物応急危険度判定）を平時から登録し、把握するとともに、専門

分野別研修の実施により登録ボランティアの技術向上等を図る。 

  また、県は、災害時に設置する県災害ボランティアセンターに

ついて、平時から県・市町村社会福祉協議会と連携し、設置に係

る事前準備を行う。 

 

（略） 

ウ 市町村は、災害発生時に市町村社会福祉協議会が設置する災害

ボランティアセンターが円滑に運営できるよう、平時から市町村

 

県地域防災計画
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（略） 

オ 県、市町村、関係機関等は、防災ボランティアに対し、身近な

地域において自治体や他の団体との連携、災害時だけでなく平常

時の減災のプログラムへの積極的な参画等、身近な地域社会と力

を合わせて減災を図る取組を日常的に進めることの重要性を訴え

る。 

 

 

 

（略） 

キ 県及び市町村は、災害時（この項では復興期を含む。）の迅速か

つ円滑な防災ボランティア活動実施のため、災害中間支援組織、

被災者支援に係る関係機関及びＮＰＯ・ボランティア等との平常

時を含めた連携体制の構築や、防災ボランティア活動に必要な行

政情報、被災者ニーズや個人情報などの共有等が適切に図られる

よう努める。 

（新設） 

 

ク 県及び市町村は、防災ボランティアの活動環境として、行政・

ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、ボラン

ティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時に

おける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボ

ランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ

等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのため

の意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通

じて推進する。 

（新設） 

 

社会福祉協議会と連携・協働し、設置に係る事前準備を行う。 

（略） 

オ 県、市町村、関係機関等は、広報活動、啓発活動等を通じて、

ボランティアによる防災活動に関する事業者及び国民の関心と理

解を深めるとともに、休暇の取得の促進その他のボランティアに

よる防災活動への国民の参加を促進する必要な措置を講ずるもの

とする。併せて、身近な地域において自治体や他の団体との連

携、災害時だけでなく平時の減災のプログラムへの積極的な参画

等、身近な地域社会と力を合わせて減災を図る取組を日常的に進

めることの重要性を訴える。 

（略） 

キ 県及び市町村は、災害時（この項では復興期を含む。）の迅速か

つ円滑な防災ボランティア活動実施のため、ボランティアの自主

性を尊重しつつ、災害中間支援組織、被災者支援に係る関係機関

及びＮＰＯ・ボランティア等との平時を含めた連携体制の構築

や、防災ボランティア活動に必要な行政情報、被災者ニーズや個

人情報などの共有等が適切に図られるよう努める。 

  また、登録被災者援護協力団体との平時からの連携強化に努

め、活動環境の整備を図る。 

ク 県及び市町村は、防災ボランティアの活動環境として、行政・

ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平時の登録、ボランテ

ィア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時にお

ける防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボラ

ンティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等

の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための

意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じ

て推進する。 

ケ 県及び市町村は、避難生活支援リーダー／サポーター等の避難
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ケ （略） 

コ （略） 

第３節 自主防災組織の育成及び消防団の活性化 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)自主防災組織の活動 

  自主防災組織は、減災の考え方や、公助・自助・共助を基本と

して防災対策を実施するとの考え方を踏まえ、地域の実情に応じ

た防災計画を策定し、この計画に基づき、平常時、災害時におい

て効果的に防災活動を行うよう努める。 

ア 平常時の活動 

（略） 

 (2)自主防災組織の設置促進・育成強化・活動活性化 

ア 市町村は、住民に対し自主防災組織の必要性を十分周知し、町

内会単位を中心とした地域住民による自主防災組織の設置促進・

育成強化・活動活性化を推進する。その際、実情に即した組織、

活動や女性の参画に配慮し、住民が自発的に参加できる環境づく

りに努めるとともに、既に地域にある日常的な活動に防災の視点

を取り入れるよう促す。 

 

 

（略） 

ウ 市町村は、平常時は自主防災組織の研修・訓練の場となり、災

害時においては、避難、備蓄等の機能を有する活動の拠点となる

施設の整備を図るとともに、救助、救護のための資機材の充実を

図る。 

エ 市町村は、地域における消防防災のリーダーとして、平常時・

所運営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の育

成・確保に努める。 

コ （略） 

サ （略） 

第３項 自主防災組織の育成及び消防団の活性化 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)自主防災組織の活動 

  自主防災組織は、減災の考え方や、公助・自助・共助を基本と

して防災対策を実施するとの考え方を踏まえ、地域の実情に応じ

た防災計画を策定し、この計画に基づき、平時、災害時において

効果的に防災活動を行うよう努める。 

ア 平時の活動 

（略） 

 (2)自主防災組織の設置促進・育成強化・活動活性化 

ア 市町村は、住民に対し自主防災組織の必要性を十分周知し、町

内会単位を中心とした地域住民による自主防災組織の設置促進・

育成強化・活動活性化を推進し、消防団と自主防災組織や防災士

等の多様な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制

の充実を図る。その際、実情に即した組織、活動や女性の参画に

配慮し、住民が自発的に参加できる環境づくりに努めるととも

に、既に地域にある日常的な活動に防災の視点を取り入れるよう

促す。 

（略） 

ウ 市町村は、平時は自主防災組織の研修・訓練の場となり、災害

時においては、避難、備蓄等の機能を有する活動の拠点となる施

設の整備を図るとともに、救助、救護のための資機材の充実を図

る。 
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非常時を問わずその地域に密着し、住民の安全と安心を守る役割

を担っている消防団員の積極的な指導を得て、自主防災組織の設

置・育成・活動活性化を進める。 

（略） 

第６節 災害教訓の伝承 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

イ 住民は、自ら災害教訓の伝承に努める。県及び市町村は、災害

教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関す

る調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等に

より、住民が自主防災活動として災害教訓を伝承する取組を積極

的に支援する。 

 

第７章 要配慮者等の安全確保計画 

１ 方針 

  乳幼児、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のあ

る人、発達障害のある人、難病のある人、高齢者、妊婦、外国人

等の要配慮者について、その状況を把握し、それに応じて防災知

識の普及を図るとともに、緊急時に備え、要配慮者及びその保護

者等との連絡体制、状況の確認方法等の整備・把握に努める。 

 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)要配慮者等の把握、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画等 

（略） 

ウ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成 

  市町村は、市町村地域防災計画において、避難行動要支援者名

エ 市町村は、地域における消防防災のリーダーとして、平時・非

常時を問わずその地域に密着し、住民の安全と安心を守る役割を

担っている消防団員の積極的な指導を得て、自主防災組織の設

置・育成・活動活性化を進める。 

（略） 

第６項 災害教訓の伝承 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

イ 住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教育、

慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法により、自ら災害教

訓の伝承に努める。県及び市町村は、災害教訓の伝承の重要性に

ついて啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像

を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が自主防災

活動として災害教訓を伝承する取組を積極的に支援する。 

第７節 要配慮者等の安全確保計画 

１ 方針 

  乳幼児、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のあ

る人、発達障害のある人、難病のある人、高齢者、妊婦、外国人

等の要配慮者について、その状況を把握し、それに応じた防災知

識の普及を図るとともに、緊急時に備え、要配慮者及びその保護

者等との連絡体制、状況の確認方法、特性に配慮した適切な情報

提供、避難誘導、避難施設等の整備・把握に努める。 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)要配慮者等の把握、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画等 

（略） 

ウ 避難行動要支援者及び個別避難計画の作成 
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簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

  市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉

担当部局など関係部局の連携の下、平常時より避難行動要支援者

に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。ま

た、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要

支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映した

ものとなるよう定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態

が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿

情報の適切な管理に努める。災害時に効果的な利用により、避難

行動要支援者に対する避難支援や迅速な安否確認等が適切に行わ

れるよう努める。 

（略） 

  市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画の作成等へのデジタル技術の活用

を推進する。 

（略） 

  市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者

についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常

時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係

者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要

な配慮をする。 

（略） 

（新規） 

 

 

  県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例

や留意点などの提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努め

  市町村は、市町村地域防災計画において、避難行動要支援者名

簿及び個別避難計画に基づき、避難行動要支援者を適切に避難誘

導し、安否確認等を行うための措置について定める。 

  市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉

担当部局など関係部局の連携の下、平時から避難行動要支援者に

関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。また、

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援

者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したもの

となるよう定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努める。災害時に効果的な利用により、避難行動

要支援者に対する避難支援や迅速な安否確認等が適切に行われる

よう努める。 

（略） 

  市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画の作成等へのデジタル技術の活用

を推進する。 

（略） 

  市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者

についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平時

から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係者

間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な

配慮をする。 

（略） 

  県及び市町村は、個別避難計画の作成を促進するため、避難行

動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓

発等に努める。 

  県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例
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る。 

 (2)福祉避難所等の確保 

  県は、市町村が行う福祉避難所の確保に協力するものとし、必

要な場合は、社会福祉施設等の関係団体と協力協定の締結等を行

う。 

  市町村は、平常時から一般の避難所では生活することが困難な

障害のある人等の要配慮者の現況把握に努め、全ての対象者の入

所が可能となることを目標に、福祉避難所として利用可能な施設

の把握及び福祉避難所の指定を行う。 

（略） 

(3)避難行動要支援者の避難誘導体制の整備 

  市町村は、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等との連

携の下、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援

者を定めるなど、具体的な個別計画の整備に努める。 

  また、市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委

員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等

の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者

に関する情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、情報

伝達体制の整備、避難支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避

難訓練の実施を図る。 

（略） 

第８章 防災対策の整備・推進 

第１節 防災に関する調査研究の推進 

１ 調査研究体制の確立 

（略） 

  これらの防災に関する調査研究は、関係機関の密接な連携の下

に、地域の特性や施設の実態等を考慮して実施することにより、

や留意点などの提示、研修会や訓練の実施等の取組を通じた支援

に努める。 

 (2)福祉避難所等の確保 

  県は、市町村が行う福祉避難所の確保に協力するものとし、必

要な場合は、社会福祉施設等の関係団体と協力協定の締結等を行

う。 

  市町村は、平時から一般の避難所では生活することが困難な障

害のある人等の要配慮者の現況把握に努め、全ての対象者の入所

が可能となることを目標に、福祉避難所として利用可能な施設の

把握及び福祉避難所の指定を行う。 

（略） 

 (3)避難行動要支援者の避難誘導体制の整備 

  市町村は、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等との連

携の下、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避難支援

者を定めるなど、具体的な個別計画の整備に努める。 

  また、市町村は、避難行動要支援者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生委員・児童委

員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等

の多様な主体の協力を得ながら、平時から、避難行動要支援者に

関する情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、情報伝

達体制の整備、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、

避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図る。 

（略） 

第８節 防災対策の整備・推進 

第１項 防災に関する調査研究及び研究開発の推進 

１ 調査研究及び研究開発の体制の確立 

（略） 

  これらの防災に関する調査研究は、関係機関の密接な連携の下
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地域防災計画の効率的推進を図る。 

  また、平常時から自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情

報の収集、蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅したマップの作

成等による災害危険性の周知等に生かす。 

（略） 

第２節 緊急物資等の確保計画 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、地域の特性や施設の実態等を考慮して実施することにより、

地域防災計画の効率的推進を図る。 

  また、平時から自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報

の収集、蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅したマップの作成

等による災害危険性の周知等に生かす。 

（略） 

第２項 緊急物資等の確保計画 

１ 物資の備蓄 

  市町村は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食

料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機

材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッ

ド、毛布、プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進

のための入浴資機材、洗濯資機材、乳児用粉ミルク又は乳児用液

体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペー

パー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な

物資等の避難生活に必要な物資の備蓄に努めるものとし、これら

の物資の備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するも

のとする。この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、想

定し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して

必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）を推計し、推計し

た必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。また、備蓄

品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子どもにも配慮するも

のとする。 

  県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生し

た場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないと

いう認識に立って、想定し得る最大規模の災害における想定避難

者数に対して必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）と市
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１ 物資の備蓄・調達 

  県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部

支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や

過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需

品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらか

じめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給の

ための計画を定めておくとともに物資調達・輸送調整等支援シス

テムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め

る。特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲

料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航

空機等の輸送手段の確保に努める。 

（新規） 

 

（略） 

 ２ 体制の整備 

  県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、物資の調

達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立って、

初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応

じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行うなど

の観点に対して配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制

の整備に努める。また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄

状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間

事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努め

る。なお、備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備

する。 

町村で備蓄される量を勘案し不足が懸念される物資や、市町村の

区域を越えた利用が想定される物資を備蓄するよう努めるものと

し、その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表する。 

２ 物資の調達・供給活動 

  県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部

支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や

過去の災害等を踏まえ、必要とされる物資についてあらかじめ備

蓄するとともに、災害時における調達・輸送体制を整備し、それ

らの物資の供給のための計画を定めておくよう努める。特に、交

通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品

等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送

手段の確保に努める。 

  また、国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備

蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設

概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するも

のとする。 

  （略） 

３ 体制の整備 

  県及び市町村は、大規模な災害が発生した場合には、物資の調

達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って、初

期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、

集中備蓄又は指定避難場所等の位置を勘案した分散備蓄を行うな

どの観点に対して配慮するとともに、物資拠点を設けるなど、体

制の整備に努める。また、平時から、訓練等を通じて、物資の備

蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民

間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努め

る。なお、備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、

物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備
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  県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前

に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を

行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速や

かに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手

続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな

物資支援のための準備に努める。 

  なお、県は、大規模・長期間の停電が発生した場合、官公庁、

病院等重要施設における非常用発電機への燃料供給を優先的に行

うため、あらかじめ給油口の形状や発電持続時間、油種等の情報

を収集するなど燃料の優先供給体制の整備を図る。 

  県及び市町村は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あ

らかじめ指定された緊急輸送ネットワークの中から、県は広域物

資輸送拠点を、市町村は地域内輸送拠点を速やかに開設し、指定

避難所までの輸送体制を確保するとともに、その周知徹底を図

る。 

（略） 

 

 

３ 被災地支援に関する知識の普及 

（略） 

第５節 災害救助基金等の整備 

  災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）第22条の規定によ

り、同法第21条に規定する災害救助に要する費用支弁の財源に充

てるため、災害救助基金の積立てを行う。 

（略） 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 防災組織・防災体制 

１ 県の防災組織と防災体制 

する。 

  県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前

に新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を用いて備蓄状況の確認を行う

とともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を

関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資

支援のための準備に努める。 

  なお、県は、大規模・長期間の停電が発生した場合、官公庁、

病院等重要施設における非常用発電機への燃料供給を優先的に行

うため、あらかじめ給油口の形状や発電持続時間、油種等の情報

を収集するなど燃料の優先供給体制の整備を図る。 

  県及び市町村は、状況に応じて人員の派遣等を行いながら、あ

らかじめ指定された緊急輸送ネットワークの中から、県は広域物

資輸送拠点を、市町村は地域内輸送拠点を速やかに開設するとと

もに、民間事業者との災害時連携協定に基づいて輸送拠点での物

資の受入れ、車両の手配、輸送等を行う体制を速やかに整え、指

定避難所等までの輸送体制を確保するとともに、その周知徹底を

図る。 

（略） 

４ 被災地支援に関する知識普及 

（略） 

第５項 災害救助基金等の整備 

  県及び岡山市は、災害救助法（昭和22年10月18日法律第118号）

第22条の規定により、同法第21条に規定する災害救助に要する費

用支弁の財源に充てるため、災害救助基金の積立てを行う。 

（略） 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 防災組織・防災体制 

システム名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

番号の繰り下げ 

 

 

主語の追記 
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111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 (4)非常体制 

（略） 

カ 関係機関との連絡調整 

  県本部は、災害情報の収集、災害対策の実施方針の作成等を行

うとともに、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関等

との連絡調整等を図る。また、県本部が、災害対策に有益な情報

を迅速かつ的確に把握するとともに、情報共有を図るために市町

村、警察、消防、その他関係機関と連携できる体制の整備に努め

る。県本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方公共団

体、関係公共機関並びにＮＰＯ・ボランティア等及び各種団体の

代表者等に対し、資料・情報の提供等の協力を求める。 

 

（略） 

２ 市町村の防災組織 

（略） 

 (3)市町村災害対策本部は、災害情報の収集、災害対策の実施方針

の作成等を行うとともに、必要に応じ、関係地方行政機関、関係

地方公共団体、関係公共機関等との連携の確保に努める。また、

市町村災害対策本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方

公共団体、関係公共機関並びにＮＰＯ・ボランティア等及び各種

団体の代表者等に対し、資料・情報の提供等の協力を求める。市

町村災害対策本部は、災害情報を一元的に把握し、共有すること

ができる体制のもと、適切な対応がとれるよう努める。 

 

（略） 

第２章 防災活動 

（略） 

１ 県の防災組織と防災体制 

（略） 

 (4)非常体制 

（略） 

カ 関係機関との連絡調整 

  県本部は、災害情報の収集、災害対策の実施方針の作成等を行

うとともに、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関等

との連絡調整等を図る。また、県本部が、災害対策に有益な情報

を迅速かつ的確に把握するとともに、情報共有を図るために市町

村、警察、消防、その他関係機関と連携できる体制の整備に努め

る。県本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方公共団

体、関係公共機関、登録被災者援護協力団体並びにＮＰＯ・ボラ

ンティア等及び各種団体の代表者等に対し、資料・情報の提供等

の協力を求める。 

（略） 

２ 市町村の防災組織 

（略） 

 (3)市町村災害対策本部は、災害情報の収集、災害対策の実施方針

の作成等を行うとともに、必要に応じ、関係地方行政機関、関係

地方公共団体、関係公共機関等との連携の確保に努める。また、

市町村災害対策本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関係地方

公共団体、関係公共機関、登録被災者援護協力団体並びにＮＰ

Ｏ・ボランティア等及び各種団体の代表者等に対し、資料・情報

の提供等の協力を求める。市町村災害対策本部は、災害情報を一

元的に把握し、共有することができる体制のもと、適切な対応が

とれるよう努める。 

（略） 

第２節 防災活動 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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22 

 

 

第２ 通信連絡 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)有線通信途絶時の通信施設の優先利用 

（略） 

ア 非常通信 

（略） 

（オ）移動通信機器及び移動電源車の貸与 

（略） 

  また、通信設備の電源供給が途絶又はそのおそれが生じた場合

は、総務省（中国総合通信局）から移動電源車の貸与を受ける。 

［総務省が所有する災害対策用機器］ 

種類 貸与条件等 

 移動無線機 

（簡易無線局等） 

 機器貸与：無 償 

 新規加入料：不 要 

 基本料・通話料：不 要 

 移動電源車  車両貸与：無 償 

 運用経費：必 要 

 

第３ 情報の収集・伝達 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)情報収集 

（略） 

イ 大規模な災害が発生した場合には、天候状況を勘案しながら、

必要に応じ、航空機、無人航空機等による目視、撮影等による情

報収集を行う。また、必要に応じ、画像情報を利用して被害規模

（略） 

第２項 通信連絡 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)有線通信途絶時の通信施設の優先利用 

（略） 

ア 非常通信 

（略） 

（オ）移動通信機器及び発電機等の貸与 

（略） 

  また、通信設備の電源供給が途絶又はそのおそれが生じた場合

は、総務省（中国総合通信局）から発電機等の貸与を受ける。 

［総務省が所有する災害対策用機器］ 

種類 貸与条件等 

 移動通信機器 

（簡易無線局等） 

 機器貸与：無 償 

 新規加入料：不 要 

 基本料・通話料：不 要 

 発電機等  機器貸与：無 償 

 運用経費：必 要 

 

第３項 情報の収集・伝達 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)情報収集 

（略） 

イ 大規模な災害が発生した場合には、天候状況を勘案しながら、

必要に応じ、航空機、無人航空機等による目視、撮影等による情

 

 

 

 

 

 

 

 

移動電源車の配備

が終了し、発電機

の貸与に変更する

ため。 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 
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の把握を行う。県及び市町村は、必要に応じ、収集した被災現場

の画像情報の官邸及び政府本部（特定災害対策本部、非常災害対

策本部又は緊急災害対策本部をいう。以下同じ。）を含む防災関係

機関への共有を図る。 

 (2)関係機関への連絡 

ア （略） 

  また、県においては、市町村等から情報を収集するとともに、

自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握し、特に、市

町村が報告を行うことができなくなったときは、被災地への職員

派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等によ

り、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの

情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、関係省庁及び関係

地方公共団体に連絡する。なお、消防庁に報告するに当たって

は、覚知後30分以内で可能な限り早く、わかる範囲内で、その第

一報を報告する。 

（略） 

 

４ 情報の収集・伝達系統 

（略） 

 (3)気象注意報・警報等の伝達 

（略） 

ウ 気象注意報・警報等の伝達系統は、次のとおりである。 

（略） 

（イ）河川洪水予報の伝達系統 

（略） 

 b 吉井川及び金剛川洪水予報伝達系統 

報収集を行うとともに、収集した画像情報について、防災ＩｏＴ

システム等を活用し、被害規模の把握を行う。県及び市町村は、

必要に応じ、収集した被災現場の画像情報の官邸及び政府本部

（特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を

いう。以下同じ。）を含む防災関係機関への共有を図る。 

 (2)関係機関への連絡 

ア （略） 

  また、県においては、市町村等から情報を収集するとともに、

自らも必要な被害規模に関する概括的な情報を把握し、特に、市

町村が報告を行うことができなくなったときは、被災地への職員

派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等によ

り、あらゆる手段を尽くして積極的に情報収集を行い、これらの

情報を消防庁に報告する。また、必要に応じ、国の新総合防災情

報システム（ＳОＢО－ＷＥＢ）を活用して関係省庁及び関係地

方公共団体に連絡する。なお、消防庁に報告するに当たっては、

覚知後30分以内で可能な限り早く、わかる範囲内で、その第一報

を報告する。 

（略） 

４ 情報の収集・伝達系統 

（略） 

 (3)気象注意報・警報等の伝達 

（略） 

ウ 気象注意報・警報等の伝達系統は、次のとおりである。 

（略） 

（イ）河川洪水予報の伝達系統 

（略） 

 b 吉井川及び金剛川洪水予報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 
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課名変更に伴う修

正 
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 c 高梁川及び小田川洪水予報伝達系統 

 

 

 

 

 c 高梁川及び小田川洪水予報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名変更に伴う修

正 
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 (4)重要な災害情報伝達 

ア 伝達系統 

（略） 

（ケ）道路施設被害 

 

 (4)重要な災害情報伝達 

ア 伝達系統 

（略） 

（ケ）道路施設被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所名称の変更

に伴う修正 
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（コ）鉄軌道施設被害 

 

 

 

（コ）鉄軌道施設被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名変更に伴う修

正 
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（サ）電信電話施設被害 

 

 

（サ）電信電話施設被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修

正 
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159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式変更に伴う修

正 
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様式７        林野火災被害 

 

 

 

様式７        林野火災被害 

 

 

 

 

 

 

 

様式変更に伴う修

正 
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第３章 災害広報及び報道 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (6)災害用伝言ダイヤル等の提供 

  西日本電信電話株式会社は、大規模な災害発生時においては、

通信設備の被災や輻輳
ふくそう

により、通信が著しく困難となることから、

被災地への安否確認等について、「災害用伝言ダイヤル（171）・災害

用伝言板（Web171）」の提供を行う。 

（略） 

４ 応援協力団体 

（略） 

 (3)各機関は、災害時に住民に対し必要な情報を伝達できるよう、

平常時から報道機関との関係づくりに努める。 

第４章 罹災
り さ い

者の救助保護 

（略） 

第２節 避難の指示等及び避難所の設置 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (1)避難の指示等及び報告・通知 

ア 市町村長（災害対策基本法第60条第１項） 

（ア）指示等 

   災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、特に必要

があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者そ

の他の者に対し、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発

令を行う。避難指示等の発令に当たっては、必要に応じて気象

防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切

第３節 災害広報及び報道 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (6)災害用伝言ダイヤル等の提供 

  ＮＴＴ西日本株式会社は、大規模な災害発生時においては、通

信設備の被災や輻輳
ふくそう

により、通信が著しく困難となることから、

被災地への安否確認等について、「災害用伝言ダイヤル（171）・災

害用伝言板（Web171）」の提供を行う。 

（略） 

４ 応援協力団体 

（略） 

 (3)各機関は、災害時に住民に対し必要な情報を伝達できるよう、

平時から報道機関との関係づくりに努める。 

第４節 罹災
り さ い

者の救助保護 

（略） 

第２項 避難の指示等及び避難所の設置 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (1)避難の指示等及び報告・通知 

ア 市町村長（災害対策基本法第60条第１項） 

（ア）指示等 

   災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、気象台や消

防機関等の関係機関から情報を収集し、特に必要があると認め

るときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対

し、緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令を行う。避

難指示等の発令に当たっては、必要に応じて気象防災アドバイ

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修

正 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う修

正 
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に判断する。 

 (5)避難誘導及び移送 

（略） 

エ 移送 

（略） 

  県は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があるときは、運

送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送

すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送

を要請する。運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機

関が正当な理由がないのに上述の要請に応じないときは、被災者

の保護の実施のために特に必要があるときに限り、当該機関に対

し、当該運送を行うべきことを指示する。 

  なお、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、平常

時から、ヘリコプター離着陸適地のリストアップを実施しておく

などし、災害時、緊急輸送手段としてその活用が有効と考えられ

る場合には、ヘリコプター等による移送を実施する。 

 (6)指定避難所の設置 

ア 指定避難所等の指定 

  市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染

症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、そ

の管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要

十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所

の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、ハザード

マップや広報紙等を通じ、また、所要の箇所に表示板を設置する

等により、住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所

の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページ

やアプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

（略） 

ザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断する。 

 (5)避難誘導及び移送 

（略） 

エ 移送 

（略） 

  県は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があるときは、運

送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送

すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送

を要請する。運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機

関が正当な理由がないのに上述の要請に応じないときは、被災者

の保護の実施のために特に必要があるときに限り、当該機関に対

し、当該運送を行うべきことを指示する。 

  なお、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、平時

から、ヘリコプター離着陸適地のリストアップを実施しておくな

どし、災害時、緊急輸送手段としてその活用が有効と考えられる

場合には、ヘリコプター等による移送を実施する。 

 (6)指定避難所の設置 

ア 指定避難所等の指定 

  市町村は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染

症対策等を踏まえ、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、そ

の管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要

十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平時から、指定避難所の

場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等について、ハザードマ

ップや広報紙等を通じ、また、所要の箇所に表示板を設置する等

により、住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の

開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームページや

アプリケーション等の多様な手段の整備に努める。 

（略） 
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  指定避難所として指定した施設については、その施設の管理者

と使用方法等について事前に協議するとともに、２－（1）に掲げ

る避難の指示の実施責任者（市町村長を除く。）に報告する。 

  指定避難所に指定された施設の管理者は、良好な環境を確保す

るために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図など

の施設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、必要

に応じ、換気、照明等の施設の整備に努める。県及び市町村は、

感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線

等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を

含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置

を講じるよう努める。また、必要な場合には、国や独立行政法人

等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な

限り多くの避難所の開設に努める。 

（略） 

イ 指定避難所の施設設備の整備 

  市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タンク、仮

設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、

衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信

機器のほか、空調、洋式トイレ、シャワー等の入浴設備など、要

配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者

による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を

図る。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保される

よう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整

備に努める。 

  市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マス

ク、消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出

し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資

  指定避難所として指定した施設については、その施設の管理者

と使用方法等について事前に協議するとともに、２－（1）に掲げ

る避難の指示の実施責任者（市町村長を除く。）に報告する。 

  指定避難所に指定された施設の管理者は、良好な環境を確保す

るために、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図など

の施設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、必要

に応じ、換気、照明等の施設の整備に努める。県及び市町村は、

感染症対策のため、平時から、指定避難所のレイアウトや動線等

を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を

講ずるよう努める。また、必要な場合には、国や独立行政法人等

が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限

り多くの避難所の開設に努める。 

（略） 

イ 指定避難所の施設設備の整備 

  市町村は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タンク、仮

設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、

衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信

機器のほか、空調、洋式トイレ、シャワー等の入浴設備など、要

配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者

による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を

図る。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保される

よう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整

備に努める。 

  市町村は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を

確保し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マス

ク、消毒液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出

し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資

 

 

 

用語の整理 
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正に伴う削除 
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等の備蓄に努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮

者、女性、子どもにも配慮する。指定避難所となる施設におい

て、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設

備の整備等を進める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努める。 

（略） 

エ 指定避難所等の開設 

  市町村は、災害時に必要に応じて指定避難所を開設し、住民等

に対し周知徹底を図るとともに速やかに県に報告する。市町村

は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初か

ら開設するよう努める。また、要配慮者のため、必要に応じて福

祉避難所を開設する。指定避難所に指定された施設の管理者は、

市町村と緊密な連絡をとる。指定避難所だけでは施設が量的に不

足する場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテ

ル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホ

ームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知す

るよう努める。特に、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域に

あるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開

設するよう努める。なお、市町村は、避難所を開設する場合に

は、あらかじめ施設の安全性を確認する。また、被災による生活

環境の悪化に起因した子どもの心身への影響を軽減するため、避

難所内又は避難所外に、子どもが安心して生活できる安全な居場

所機能を持つスペース又は部屋を設けるよう努める。 

 

 

（略） 

カ 宿泊施設提供事業の実施 

  県と岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合（この項において「組

等の備蓄に努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮

者、女性、子どもにも配慮する。指定避難所となる施設におい

て、あらかじめ、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信設

備の整備等を進める。また、必要に応じ指定避難所の電力容量の

拡大に努める。 

（略） 

エ 指定避難所等の開設 

  市町村は、災害時に必要に応じて指定避難所を開設し、住民等

に対し周知徹底を図るとともに、指定避難所については、当該避

難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを速やかに県に

報告する。市町村は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、

可能な限り当初から開設するよう努める。また、要配慮者のた

め、必要に応じて福祉避難所を開設する。指定避難所に指定され

た施設の管理者は、市町村と緊密な連絡をとる。指定避難所だけ

では施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有

する研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの

避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手

段を活用して周知するよう努める。特に、要配慮者に配慮して、

被災地域外の地域にあるものを含め、ホテル・旅館等を実質的に

福祉避難所として開設するよう努める。なお、市町村は、避難所

を開設する場合には、あらかじめ施設の安全性を確認する。ま

た、被災による生活環境の悪化に起因した子どもの心身への影響

を軽減するため、避難所内又は避難所外に、子どもが安心して生

活できる安全な居場所機能を持つスペース又は部屋を設けるよう

努める。 

（略） 

カ 宿泊施設提供事業の実施 

  県と岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合（この項において「組
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合」という。）は、災害救助法の適用を受ける大規模災害時に、避

難所での生活が困難な要援護者（高齢者、障害のある人、乳幼

児、妊産婦等）等の避難場所として、組合の組合員が所有する旅

館・ホテル（この項において「宿泊施設」という。）を利用する宿

泊施設提供事業を協定に基づき実施する。 

  県は、災害救助法の適用を受ける大規模災害時において、組合

に宿泊施設の提供を要請する。市町村に対して宿泊施設提供事業

を実施する意思の有無を確認し、事業の実施を希望する市町村

に、組合から提供された宿泊施設の情報を提供する。 

  市町村は、県に対して宿泊施設提供事業を実施する意思を明確

に提示し、県から宿泊施設の情報提供を受ける。 

  宿泊施設提供事業を実施する市町村は、宿泊施設を利用する要

支援者等の選定、宿泊施設との宿泊や食事に関する連絡調整、要

支援者等の宿泊施設への移送手段の確保等を行う。また、宿泊施

設を利用する被災者が孤立しないよう連絡体制を構築する。 

 (7)指定避難所等の運営管理 

（略） 

ク 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なもので

あるよう努める。そのため、避難所開設当初から状況に応じて、

パーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう

努める。併せて、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に

努め、必要な対策を講じる。また、避難の長期化等に対応し、プ

ライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯

等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻

度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ

処理の状況など、避難者の健康状態や避難場所の衛生状態の把握

に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生

活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置

合」という。）は、災害救助法の適用を受ける大規模災害時に、避

難所での生活が困難な要配慮者（高齢者、障害のある人、乳幼

児、妊産婦等）等の避難場所として、組合の組合員が所有する旅

館・ホテル（この項において「宿泊施設」という。）を利用する宿

泊施設提供事業を協定に基づき実施する。 

  県は、災害救助法の適用を受ける大規模災害時において、組合

に宿泊施設の提供を要請する。市町村に対して宿泊施設提供事業

を実施する意思の有無を確認し、事業の実施を希望する市町村

に、組合から提供された宿泊施設の情報を提供する。 

  市町村は、県に対して宿泊施設提供事業を実施する意思を明確

に提示し、県から宿泊施設の情報提供を受ける。 

  宿泊施設提供事業を実施する市町村は、宿泊施設を利用する要

配慮者等の選定、宿泊施設との宿泊や食事に関する連絡調整、要

配慮者等の宿泊施設への移送手段の確保等を行う。また、宿泊施

設を利用する被災者が孤立しないよう連絡体制を構築する。 

 (7)指定避難所等の運営管理 

（略） 

ク 指定避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なもので

あるよう努める。そのため、避難所開設当初から状況に応じて、

プライバシー確保のためのパーティションや段ボールベッド等の

簡易ベッドを設置するよう努める。併せて、栄養バランスのとれ

た適温の食事を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食

施設等の場所、調理器具や食料を確保することに努めるともに、

快適なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設

の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずる。また、避難の

長期化等に対応し、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有

無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄

養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 
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を講じるよう努める。 

 

 

 

（略） 

シ 指定避難所の運営における意思決定の場への女性の参画を推進

するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮す

る。特に、男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用

品、女性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防

犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、

性別や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努

める。 

 

 

ス 市町村は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴

力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れ

た場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安

心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・Ｄ

Ｖについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や

子ども等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性

支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよ

う努める。 

（略） 

ナ 県及び市町村は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみ

で避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらか

じめ、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。 

 

 

保、配食等の状況、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避

難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事

や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の

実施など、必要な措置を講ずるよう努める。 

（略） 

シ 指定避難所等の運営における意思決定の場への女性や子育て家

庭の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の

視点等への配慮や子ども・若者の居場所の確保に努める。特に、

男女別の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下

着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配

布等による指定避難所等における安全性の確保、キッズスペース

（子どもの遊び場）や学習スペースの設置など、性別や子育て家

庭、子ども・若者のニーズに配慮した指定避難所等の運営管理に

努める。 

ス 市町村は、指定避難所等における女性や子ども等に対する性暴

力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れ

た場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安

心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・Ｄ

Ｖについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や

子ども等の安全に配慮するよう努める。また、警察、病院、女性

支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよ

う努める。 

（略） 

ナ 県及び市町村は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所と

して位置付けられた避難所についても、あらかじめ情報を把握す

るとともに、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難

者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、

在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。 
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 (8)避難体制の明確化 

  市町村長は、地域の特性、想定被害の種類に応じた具体的な避

難計画を策定し、市町村地域防災計画に記載する。 

  とりわけ、避難行動要支援者を速やかに避難誘導させることに

配慮し、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、直接的な

声かけ等ができるよう、平常時から避難行動要支援者に係る避難

誘導体制の整備に努める。 

（略） 

６ 広域一時滞在 

（略） 

（新設） 

 

 

 

（略） 

第７節 医療・助産 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)医療 

（略） 

  さらに、災害急性期にＤＭＡＴ及びＤＰＡＴの出動要請が見込

まれる場合等においては、県災害保健医療福祉調整本部の下に、

ＤＭＡＴ県調整本部及びＤＰＡＴ県調整本部を必要に応じて設置

し、ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴ活動の調整を行う。 

  県は、ＤＭＡＴによる活動と並行して、また、ＤＭＡＴ活動の

終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字

社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進

機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本

 (8)避難体制の明確化 

  市町村長は、地域の特性、想定被害の種類に応じた具体的な避

難計画を策定し、市町村地域防災計画に記載する。 

  とりわけ、避難行動要支援者を速やかに避難誘導させることに

配慮し、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、直接的な

声かけ等ができるよう、平時から避難行動要支援者に係る避難誘

導体制の整備に努める。 

（略） 

６ 広域一時滞在 

（略） 

 (5)被災市町村は、広域一時滞在受入先の市町村との間で、被災住

民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受入先の

市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提供す

る。 

（略） 

第７項 医療・助産 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)医療 

（略） 

  さらに、災害急性期にＤＭＡＴ及びＤＰＡＴの派遣要請が見込

まれる場合等においては、県災害保健医療福祉調整本部の下に、

ＤＭＡＴ県調整本部及びＤＰＡＴ県調整本部を必要に応じて設置

し、ＤＭＡＴ及びＤＰＡＴ活動の調整を行う。 

  県は、ＤＭＡＴによる活動と並行して、また、ＤＭＡＴ活動の

終了以降、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字

社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進

機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本
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薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテーション支援協会

（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難

所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続

を図り、その調整に当たり、災害医療コーディネーターは、県に

対して適宜助言及び支援を行う。また、県は、ＤＭＡＴ等及びド

クターヘリに関する派遣の調整等により、医療活動の総合調整を

行う。その際、災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リ

エゾンは、県に対して適宜助言及び支援を行う。なお、県は、医

療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被

災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう努める。 

 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (8)県は、県災害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉

調整本部の体制整備に努めるとともに、災害時に、本部における

保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために必要がある場合

は、他の都道府県等に災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡ

Ｔ）の応援派遣を求める。また、被災都道府県等の求めに応じて

県からＤＨＥＡＴの応援派遣ができるよう、構成員の人材育成等

に努める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテーション支援協会

（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難

所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続

を図り、その調整に当たり、災害医療コーディネーター及び災害

薬事コーディネーターは、県に対して適宜助言及び支援を行う。

また、県は、ＤＭＡＴ等及びドクターヘリに関する派遣の調整等

により、医療活動の総合調整を行う。その際、災害医療コーディ

ネーター、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネー

ターは、県に対して適宜助言及び支援を行う。なお、県は、医療

チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災

地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう努める。 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (8)県は、県災害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉

調整本部の体制整備に努めるとともに、災害時に、本部における

保健医療福祉活動の総合調整や被災者の健康管理を円滑に行うた

めに必要がある場合は、他の都道府県等に災害時健康危機管理支

援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣を求める。また、被災都道府

県等の求めに応じて県からＤＨＥＡＴや保健師等チームの応援派

遣ができるよう、構成員の人材育成等に努める。 

 (9)県は、平時からＤＭＡＴ等の様々な保健医療福祉活動チームと

合同での訓練や研修、会議の開催等により、災害時の保健医療福

祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や共通認識の醸成に努め

る。また、県及び市町村は、災害時を想定した情報の連携、整理

及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整の実施体制（県におい

ては災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ２４Ｈ）等のシス

テムの活用体制を含む。）の整備に努めるものとする。 
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（新設) 

 

（略） 

第９節 防疫・保健衛生 

１ 方 針 

  被災地においては、環境衛生条件が悪化し、感染症等の疾病が

発生しやすく、これらを防ぐための防疫、保健衛生活動を実施す

る必要があるので、その方法について定める。 

 

 

２ 実施責任者 

（略） 

（新設） 

 

 

３ 実施内容 

（略） 

 (4)要配慮者への配慮 

  要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に

応じ、福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の

手配等を、福祉事業者やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つ

つ、計画的に実施する。 

  県は、避難所の高齢者、障害のある人等の生活機能の低下の防

止等のため、必要に応じて、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）や

災害支援ナースを避難所へ派遣する。 

（略） 

 (7)公衆衛生活動 

  県は、県災害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉

 (10)県は、必要に応じ、国に対し、被災地域内の港湾における船舶

を活用した医療活動及び傷病者の搬送を要請するものとする。 

（略） 

第９項 福祉・防疫・保健衛生 

１ 方 針 

  避難所等で生活する被災者の健康状態や多様なニーズの把握等

のために必要な活動を行うとともに、環境衛生条件が悪化し、感

染症等の疾病が発生しやすく、これらを防ぐための福祉、防疫、

保健衛生活動を実施する必要があるので、その方法について定め

る。 

２ 実施責任者 

（略） 

 (3)福 祉 

  知事（知事が災害救助法を適用した場合） 

  市町村長 

３ 実施内容 

（略） 

 (4)要配慮者への配慮 

  要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に

応じ、福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の

手配等を、福祉事業者やＮＰＯ・ボランティア等の協力を得つ

つ、計画的に実施する。 

  県は、避難所等の高齢者、障害のある人等の生活機能の低下の

防止等のため、必要に応じて、災害支援ナースを避難所へ派遣す

る。 

（略） 

 (7)公衆衛生活動 

  県は、県災害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉
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調整本部において、被災市町村の要請等に応じて、岡山県災害時

公衆衛生活動要綱に基づく調査班及び保健衛生班を派遣して、被

災者の生活環境や要配慮者の状況等を把握し、公衆衛生上の観点

から計画的・継続的な支援を実施する。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第10節 廃棄物処理等 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)災害廃棄物処理計画 

ア 県は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・

迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対

調整本部において、被災市町村の要請等に応じて、岡山県災害時

公衆衛生活動要綱に基づく調査班及び保健衛生班を派遣して、被

災者の生活環境や要配慮者の状況等を把握し、公衆衛生上の観点

から計画的・継続的な支援を実施する。 

  県及び市町村は、被災地、特に避難所等においては、生活環境

の激変に伴い、被災者が心身双方の健康に不調を来す可能性が高

いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、被災

者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等の設置や心のケ

アを含めた対策を行う。 

 (8)福 祉 

  県は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を円滑に行

うための総合調整等に努める。他の都道府県が被災している場

合、必要に応じ、被災地域内における福祉的支援及びその支援を

円滑に行うための総合調整等の支援に努める。 

  県は、避難所等の高齢者、障害のある人等の多様なニーズへの

対応のため、必要に応じて災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避

難所の避難者、在宅避難者や車中泊避難者のもとへ派遣する。他

の都道府県が被災している場合、被災都道府県の要請に基づき、

被災都道府県における避難所等の高齢者、障害のある人等の多様

なニーズの対応のため、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の応援

派遣を行う。 

（略） 

第10項 廃棄物処理等 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)災害廃棄物処理計画 

ア 県は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・

迅速に災害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対

正に伴う追記 
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策に対する技術的な援助を行うとともに、災害廃棄物処理に関す

る事務の一部を実施する場合における仮置場の確保や災害時の廃

棄物の処理体制、民間事業者等との連携・協力のあり方等につい

て、災害廃棄物処理計画において具体的に示す。 

イ 市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適切かつ円

滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう災害廃棄物処理計画を定

め、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所

のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の

処理や公費解体及び土砂混じりがれきの撤去を行う場合の体制、

周辺の地方公共団体や民間事業者との連携・協力のあり方等につ

いて、具体的に示す。 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (1)県及び市町村は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体

制の確立に努める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の

確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、平常時の処

理能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理

施設の能力を維持し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や

代替性の確保を図る。さらに、県及び市町村は、災害廃棄物対策

に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める。 

第11節 住宅の供与、応急修理及び障害物の除去 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (4)応急仮設住宅の運営管理 

  市町村は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、

応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりな

どを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成

策に対する技術的な援助を行うとともに、災害廃棄物処理に関す

る事務の一部を実施する場合における仮置場・最終処分場の確保

や災害時の廃棄物の処理体制、民間事業者等との連携・協力の在

り方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示す。 

イ 市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適切かつ円

滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう災害廃棄物処理計画を定

め、災害廃棄物の仮置場・最終処分場の確保や運用方針、一般廃

棄物（避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害

時の廃棄物の処理や公費解体及び土砂混じりがれきの撤去を行う

場合の体制、周辺の地方公共団体や民間事業者との連携・協力の

在り方等について、具体的に示す。 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (1)県及び市町村は、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体

制の確立に努める。また、十分な大きさの仮置場・最終処分場の

確保に努めるとともに、広域処理を行う地域単位で、平時の処理

能力について計画的に一定程度の余裕を持たせるとともに処理施

設の能力を維持し、災害時における廃棄物処理機能の多重性や代

替性の確保を図る。さらに、県及び市町村は、災害廃棄物対策に

関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める。 

第11項 住宅の供与、応急修理及び障害物の除去 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (4)応急仮設住宅の運営管理 

  市町村は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。この際、

応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりな

どを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めと

する生活者の意見を反映できるよう配慮する。また、必要に応じ

て、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

 

（略） 

第12節 文教災害対策 

１ 方 針 

  災害時に、迅速かつ適切な措置をとるため必要な計画を定め

る。また、応急の教育に関する活動として、仮校舎及び仮運動場

の確保、学校施設の応急復旧、安全な通学及び学校給食の確保、

教科書及び学用品の供給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災

による生活困窮家庭の児童生徒等に対する就学支援の増強並びに

特別支援学校等在籍児童生徒等の就学奨励費の再支給等応急の教

育に必要な措置を講じる。 

（新設） 

 

 

第６章 交通規制  

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性や子ど

も・若者を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに

配慮する。 

（略） 

第12項 文教災害対策 

１ 方 針 

  災害時に、迅速かつ適切な措置をとるため必要な計画を定め

る。また、応急の教育に関する活動として、仮校舎及び仮運動場

の確保、学校施設の応急復旧、安全な通学及び学校給食の確保、

教科書及び学用品の供給、授業料等の減免、奨学金の貸与、被災

による生活困窮家庭の児童生徒等に対する就学支援の増強並びに

特別支援学校等在籍児童生徒等の就学奨励費の再支給等応急の教

育に必要な措置を講じる。 

  児童生徒の学びの継続のために、必要に応じて、被災地学び支

援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用し、学校支援チーム・応援

教職員、スクールカウンセラー等を派遣する。 

第６節 交通規制 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (2)道路啓開 

  道路管理者等は、その管理する道路について、早急に被害状況

を把握し、国に報告するほか、道路啓開を行い緊急車両の通行の

確保に努める。道路啓開について、道路管理者等、県警察、消防

機関、自衛隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をとるもの

とする。 

  道路管理者等は、民間団体との間の応援協定に基づき、道路啓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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３ 

 

 

 

 

16 

 

 

（略） 

第７章 輸 送 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)輸送拠点の確保 

ア 災害発生時の緊急輸送活動のために、多重性や代替性・利便性

等を考慮しながら、トラックターミナル、卸売市場、展示場、体

育館等の輸送拠点及び確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の

輸送施設について把握し、これらを調整することにより、県が開

設する広域物資輸送拠点、市町村が開設する地域内輸送拠点を経

て、各指定避難所に支援物資を届ける緊急輸送ネットワークの形

成を図る。 

（新設） 

 

（略） 

第８章 電気・通信サービス・ガス・水道の供給 

（略） 

３ 通信サービス 

 (1)実施責任者 

  通信事業者（西日本電信電話株式会社） 

（略） 

５ 水 道 

（略） 

 (2)実施内容 

ア 応急給水の実施 

（新設） 

開等に必要な人員、資機材等の確保に努める。 

（略） 

第７節 輸 送 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)輸送拠点の確保 

ア 災害発生時の緊急輸送活動のために、多重性や代替性・利便性

等を考慮しながら、トラックターミナル、卸売市場、展示場、体

育館等の輸送拠点及び確保すべき道路、港湾、漁港、飛行場等の

輸送施設について把握し、これらを調整することにより、県が開

設する広域物資輸送拠点、市町村が開設する地域内輸送拠点を経

て、各指定避難所等に支援物資を届ける緊急輸送ネットワークの

形成を図る。 

  また、災害時の海上からの円滑な輸送のため、国及び港湾管理

者は、港湾の防災拠点機能の確保を図る。 

（略） 

第８節 電気・通信サービス・ガス・水道の供給 

（略） 

３ 通信サービス 

 (1)実施責任者 

  通信事業者（ＮＴＴ西日本株式会社） 

（略） 

５ 水 道 

（略） 

 (2)実施内容 

ア 応急給水の実施 

  断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握した上で応急

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 
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237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

７ 下水道 

（略） 

 (2)実施内容 

  災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速

やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異状があるこ

とを把握したときは、下水道等の機能を維持するために必要な応

急措置を講じる。 

（略） 

第10章 水 防 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)水防活動 

ア 水防管理者（市町村）は、平常時より水防活動の体制整備を行

っておくものとする。 

第13章 事故災害応急対策 

第３節 海上災害対策 

（略） 

４ 実施内容 

給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人員、給水車及

び資機材を確保する。減・断水の状況によっては、臨時給水所を

設置し、給水車等により応急給水を実施するとともに、住民に対

して給水場所や給水時間等について広報する。 

イ 災害時における応急工事 

  災害発生時において、上水道の構造等を勘案して、速やかに、

上水道施設の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握し

たときは、下水道管理者と連携し、施設の機能を維持するために

必要な応急措置を講ずる。 

（略） 

７ 下水道 

（略） 

 (2)実施内容 

  災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速

やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異状があるこ

とを把握したときは、水道事業者と連携しながら下水道等の機能

を維持するために必要な応急措置を講じる。 

（略） 

第10節 水 防 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)水防活動 

ア 水防管理者（市町村）は、平時から水防活動の体制整備を行っ

ておくものとする。 

第13節 事故災害応急対策 

第３項 海上災害対策 

（略） 

４ 実施内容 

正に伴う追記 
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 (1)風水害時等の応急措置 

（略） 

イ 港湾・漁港・航路等施設の応急措置 

（ア）港湾・漁港管理者（県・市町村）は、被災した港湾・漁港施

設を利用して、海上輸送を行わなければならない場合は、防潮

堤等の潮止め工事、航路・泊地のしゅんせつ、岸壁・荷揚場の

補強、障害物の除去等の応急工事を実施する。 

 

 

（略） 

（エ）海上保安部及び港湾管理者は、相互に連絡を密にし、港湾内

における流木等障害物について、その所有者が判明している場

合は、当該所有者に直ちに除去させ、所有者が不明の場合は、

標識を設置して危険防止の措置を講じる。 

 

（略） 

第６節 林野火災対策 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)情報の収集・連絡 

（略） 

（新設） 

 

 (2)応急活動及び活動体制の確立 

ア 市町村は、林野火災対応の中枢として、すべての指揮と情報を

把握するため、現場指揮本部を、また、後方支援に必要な事項を

処理するため、後方支援本部を設置する。 

 

 (1)風水害時等の応急措置 

（略） 

イ 港湾・漁港・航路等施設の応急措置 

（ア）港湾・漁港管理者（県・市町村）は、早急に被害状況を把握

し、国に対して被害状況を報告するとともに、被災した係留施

設等の利用可否判断を速やかに行う。被災した港湾・漁港施設

を利用して、海上輸送を行わなければならない場合は、防潮堤

等の潮止め工事、航路・泊地のしゅんせつ、岸壁・荷揚場の補

強、障害物の除去等の応急工事を実施する。 

（略） 

（エ）海上保安部及び港湾管理者は、相互に連絡を密にし、港湾内

における流木等障害物について、その所有者が判明している場

合は、当該所有者に直ちに除去させ、所有者が不明の場合は直

ちにこれを安全な場所に除去し、直ちに除去できない場合は標

識を設置して危険防止の措置を講じる。 

（略） 

第６項 林野火災対策 

（略） 

３ 実施内容 

 (1)情報の収集・連絡 

（略） 

ウ 消防機関は、無人航空機等を活用し、夜間も含め刻々と変化す

る災害の状況を的確に把握する。 

 (2)応急活動及び活動体制の確立 

ア 市町村は、林野火災対応の指揮体制を早期に確立するととも

に、林野火災対応の中枢として、全ての指揮と情報を把握するた

め、現場指揮本部を、また、後方支援に必要な事項を処理するた

め、後方支援本部を設置し、関係機関との調整等を含む消防活動

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

 

第 11節流木の防止

の記載との整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 
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26 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 (3)消火・避難活動 

ア 林野火災が発生した場合、市町村は、速やかに火災の状況を把

握し、迅速に消火活動を行う。 

 

 

 

 

イ 市町村は、必要に応じて、自主防災組織等の協力を得て、住民

の避難誘導等の活動を行う。 

 

 

（略） 

エ 林野火災が発生した場合には、必要に応じて、ヘリコプター等

航空機による状況把握及び空中消火等の活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

全体の総合調整を行う。 

（略） 

ウ 消防機関等は、気象条件等で急激に状況が変化するとともに、

特に夜間の延焼拡大を阻止するため昼夜を通じて消火活動に従事

する必要があるため、早期に長期ローテーションを確立するな

ど、隊員の疲労管理を行う。 

エ 林業関係事業者は、消防機関及び県警察を始めとする地方公共

団体との連携を図り、初期対応、情報連絡等の協力に努める。 

 (3)消火・避難活動 

ア 林野火災が発生した場合、消防機関、市町村等は、速やかに火

災の状況を把握し、消防計画、林野火災防御図、飛び火警戒要領

等の活用や、地上消火隊及び消防防災航空隊間の連携により、迅

速かつ効果的に消火活動を行う。また、活動終期には、空中から

の熱源探査並びに地上での警戒及び残火処理を徹底し、確実な鎮

火を行う。 

イ 市町村は、必要に応じて、自主防災組織等の協力を得て、住民

の避難誘導等の活動を行う。また、林野火災は急激に延焼拡大し

て避難指示等が広範囲となる場合があるため、避難行動要支援者

の避難支援が適切に行われるよう十分配慮する。 

（略） 

エ 林野火災が発生した場合には、必要に応じて、ヘリコプター等

航空機による状況把握及び空中消火等の活動を行う。ヘリコプタ

ーの配備、空中消火用資機材、活動拠点等の整備について定める

とともに、空中消火の積極的な実施を図るためのヘリコプター保

有団体との連携、自衛隊への派遣要請及び自衛隊出動時の消防防

災ヘリとの活動区域や役割分担について定める。その際、連続的

な散水に努める等の消火効率を高める運用を行うことに留意す

る。 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

防災基本計画の修

正に伴う修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

消防庁防災業務計

画の修正に伴う追

記 
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（新設） 

 

（新設） 

 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (3)(略） 

 

 

 

 (4)略 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

オ 消防機関等は、火災防御に当たっては人命を第一とし、住家等

への延焼防止を最優先に行うものとする。 

カ 消防機関等は、消火活動の実施に当たり、滑落や落石、火煙に

囲まれる危険性等の山間地特有の安全管理を周知徹底する。 

（略） 

４ 応援協力関係 

 (3)市町村は、消防防災航空隊及び自衛隊による迅速かつ効果的な

空中消火を行うため、ヘリコプター機数、給水拠点、燃料補給方

法などの調整を行うとともに、地上及び空中の消火活動の連携強

化に努める。 

 (4)消防機関は、急激な延焼拡大や火災の長期化にも的確に対応で

きるよう、林野火災の発生を他の消防機関や消防防災航空隊、自

衛隊に情報共有するとともに、早期に応援を要請するものとす

る。 

 (5)県内応援部隊の調整を行う代表消防機関は、火災の延焼状況等

を把握し、被災市町村の消防機関に対しての応援部隊の派遣に係

る調整など支援を行う。 

 (6)（略） 

 (7)（略） 

 (8)応援部隊は、水利が限られる山間地での消火活動の実施のた

め、自然水利の利用や消防用水の確保が可能な車両等を活用す

る。 

 (9)応援部隊は、人員・資機材の搬送に当たって、山間地の悪路・

隘路でも走行可能な車両を適切に活用する。 

 (10)応援部隊は、地域の実情に精通した消防団を含む消防機関と情

報共有を密にして連携の強化を図る。 

５ 復旧及び二次被害の防止活動 

 (1)県及び市町村は、林野火災により流域が荒廃した地域の下流部

防災基本計画の修

正に伴う追記 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

記号の繰り下げ 

記号の繰り下げ 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

防災基本計画の修

正に伴う追記 

 

 

 

防災基本計画の修
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266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1101(13)） 

（略） 

第14章 集団事故災害対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)関係機関の措置 

（略） 

オ 県の措置 

（ア）傷病者の発生状況等により必要と判断したとき、又は消防機

関からの要請があったときは、協定に基づいて関係機関にＤＭ

ＡＴの出動を要請する。 

（略） 

第15章 自衛隊の災害派遣 

（略） 

４ 災害派遣要請等手続き 

（略） 

においては土石流等の二次災害が発生するおそれがあることにつ

いて十分留意して二次災害の防止に努める。 

 (2)県及び市町村は、降雨等による二次的な土砂災害防止施策とし

て専門技術者を活用して、土砂災害等の危険箇所の点検等を行

う。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係

住民への周知を図り、応急対策を行うとともに、警戒避難体制の

整備を行うものとし、可及的速やかに砂防設備、治山施設、地す

べり防止施設等の整備を行う。また、林野火災跡地の復旧と林野

火災に強い森林づくりへの改良復旧を行う。 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1100(13)） 

（略） 

第14節 集団事故災害対策 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (3)関係機関の措置 

（略） 

オ 県の措置 

（ア）傷病者の発生状況等により必要と判断したとき、又は消防機

関からの要請があったときは、協定に基づいて関係機関にＤＭ

ＡＴの派遣を要請する。 

（略） 

第15節 自衛隊の災害派遣 

（略） 

４ 災害派遣要請等手続き 

（略） 

正に伴う追記 
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正に伴う追記 

 

 

 

 

 

 

整理番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 
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285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)災害派遣要請等手続系統 

 

 

５ 災害派遣部隊の受入れ 

（略） 

 (2)受入側の市町村長又は関係機関の長は、次の点に留意して、派

遣部隊の活動が十分に達成されるよう努めなければならない。 

（略） 

オ ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、次の点につ

いて準備する。 

（略） 

［着地地点及び無障害地帯の基準］ 

 (4)災害派遣要請等手続系統 

 

 

５ 災害派遣部隊の受入れ 

（略） 

 (2)受入側の市町村長又は関係機関の長は、次の点に留意して、派

遣部隊の活動が十分に達成されるよう努めなければならない。 

（略） 

オ ヘリコプターによる災害派遣を受け入れる場合は、次の点につ

いて準備する。 

（略） 

［着地地点及び無障害地帯の基準］ 

 

災対法の改正に伴

う修正 
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13 

 

 

 

 

17 

 

 

 

第16章 広域応援・雇用 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (2)指定行政機関、指定地方行政機関、他県、市町村等に対する職

員の派遣要請 

ア 知事又は県の委員会若しくは委員は、災害応急対策又は災害復

旧のため、専門の職員を確保する必要があるときは、指定行政機

関の長、指定地方行政機関の長又は他の普通地方公共団体の長等

に対し、当該機関の職員の派遣を要請する。 

  なお、県の委員会又は委員は、あらかじめ知事に協議する。 

イ 市町村長又は市町村委員会若しくは委員は、災害応急対策又は

災害復旧のため、専門の職員を確保する必要があるときは、指定

 

 

 

 

 

第16節 広域応援・雇用 

（略） 

３ 実施内容 

（略） 

 (2)指定行政機関、指定地方行政機関、他県、市町村等に対する職

員の派遣要請 

ア 知事又は県の委員会若しくは委員は、災害応急対策又は災害復

旧のため、専門の職員を確保する必要があるときは、指定行政機

関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対し、当該機

関の職員の派遣を要請する。 

  なお、県の委員会又は委員は、あらかじめ知事に協議する。 

イ 市町村長又は市町村委員会若しくは委員は、災害応急対策又は

災害復旧のため、専門の職員を確保する必要があるときは、指定

現状の運用に合わ

せた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災対法の条文との

整合を図る 

 

 

 

災対法の条文との

整合を図る 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方行政機関の長又は他の普通地方公共団体の長等に対し、当該

機関の職員の派遣を要請する。 

  なお、市町村の委員会又は委員は、あらかじめ市町村長に協議

する。 

（略） 

 (3)指定行政機関、指定地方行政機関への応援要請 

  県は、災害応急対策を行うために必要な場合、指定行政機関又

は関係指定地方行政機関に対し、道路の啓開や港湾・漁港施設の

応急復旧等について応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請

する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)医療機関に対する応援要請 

地方行政機関の長又は指定公共機関に対し、当該機関の職員の派

遣を要請する。 

  なお、市町村の委員会又は委員は、あらかじめ市町村長に協議

する。 

（略） 

 (3)指定行政機関、指定地方行政機関への応援要請 

  県は、災害応急対策を行うために必要な場合、指定行政機関又

は関係指定地方行政機関に対し、道路の啓開や港湾・漁港施設の

応急復旧等について応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請

する。 

  上記の応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された

指定行政機関又は関係指定地方行政機関は正当な理由がない限

り、応援又は災害応急対策を行うものとする。また、指定行政機

関又は関係指定地方行政機関は、県が災害応急対策を的確かつ迅

速に実施することが困難であると認める場合において、その事態

に照らし、緊急を要し、上記の応援の要請を待ついとまがないと

認められるときは、当該要請を待たないで、応援をすることがで

きる。 

  市町村は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするた

め、必要があると認めるときは、県に対し、指定行政機関又は関

係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請をするよう求

めるものとする。また、要求ができない場合には、その旨及び市

町村の地域における災害の状況を指定行政機関又は指定地方行政

機関に通知する。この場合、当該通知を受けた指定行政機関又は

指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、県からの要

請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たない

で、応急措置を実施することができる。 

 (4)医療機関に対する応援要請 
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正に伴う追記 
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（略） 

イ 県は、ＤＭＡＴを保有する関係機関と締結したＤＭＡＴの出動

に関する協定等に基づき、災害急性期の救命医療体制を整備す

る。 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1101(10)～(15)) 

第12章 災害時協定等（整理番号：12006、12511、12515、12516） 

 

第17章 ボランティアの受入れ、活動支援計画 

１ 方 針 

  災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加

し、通常の行政システムの処理能力をはるかに超えることが予想

され、ボランティア活動への期待が高まる。この場合に、ボラン

ティア活動が円滑に行われるよう、県、市町村及び日本赤十字社

岡山県支部、県・市町村社会福祉協議会等の関係団体は、相互に

協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めると

ともに、ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよ

う努める。ボランティアの受入れに際して、ボランティアの技能

等が効果的に生かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボ

ランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円

滑な実施が図られるよう支援に努める。 

（略） 

２ 実施責任者 

（略） 

県域の災害中間支援組織（災害支援ネットワークおかやま） 

 

（略） 

イ 県は、ＤＭＡＴを保有する関係機関と締結したＤＭＡＴの派遣

に関する協定等に基づき、災害急性期の救命医療体制を整備す

る。 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1100(10)～(15)） 

第12章 災害時協定等（整理番号：12006、12511、12515、12516、

12520） 

第17節 ボランティアの受入れ、活動支援計画 

１ 方 針  

  災害時には、平時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、

通常の行政システムの処理能力をはるかに超えることが予想さ

れ、ボランティア活動への期待が高まる。この場合に、ボランテ

ィア活動が円滑に行われるよう、県、市町村及び日本赤十字社岡

山県支部、県・市町村社会福祉協議会等の関係団体は、相互に協

力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとと

もに、ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう

努める。ボランティアの受入れに際して、ボランティアの技能等

が効果的に生かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボラ

ンティアの活動拠点を提供するなど、ボランティアの活動の円滑

な実施が図られるよう支援に努める。 

（略） 

２ 実施責任者 

（略） 

県域の災害中間支援組織（災害支援ネットワークおかやま／特定非

営利活動法人岡山ＮＰОセンター） 

 

表現の修正 

 

 

 

 

整理番号の見直し 

 

整理番号の見直し 
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JVOAD 内で整理さ

れている団体名に
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第４編 災害復旧・復興計画 

（略） 

第２節 被災者等の生活再建等の支援 

（略） 

５ 市町村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の

支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被

災者台帳を積極的に作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な

実施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、

被災者台帳の作成へのデジタル技術の活用を推進する。 

（略） 

第６節 災害復旧事業に必要な資金及びその他の措置 

（略） 

８ 県子ども災害見舞金の支給 

  自然災害により、主に住居の用に供している建物が全壊、大規

模半壊、半壊、床上浸水のいずれかの被害を受けた子どもを養育

している者に、県は子ども災害見舞金を支給する。 

第７節 復旧・復興推進本部 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1101(16)） 

 

第４章 災害復旧・復興計画 

（略） 

第２節 被災者等の生活再建等の支援 

（略） 

５ 市町村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の

支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被

災者台帳を積極的に作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な

実施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、

被災者台帳の作成へのデジタル技術の活用を推進する。 

（略） 

第６節 災害復旧事業に必要な資金及びその他の措置 

（略） 

８ 県子ども災害見舞金の支給 

  自然災害により、主に住居の用に供している建物が一定以上の

被害を受けた子どもを養育している者に、県は子ども災害見舞金

を支給する。 

第７節 復旧・復興推進本部 

（略） 

（資料編） 

第11章 防災・災害対応に係る要領・マニュアル等（整理番号：

1100(16)） 

修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修

正に伴う削除 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

 

整理番号の見直し 

 


